
金融庁が実施した政策評価についての個別審査結果 

 

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 

 ア 「平成 16 年度実績評価書」（平成 17 年８月 31 日付け金総第 1826 号による送付

分）における 43 件の政策評価のうち、金融庁が概算要求に関連して行い予算要

求等へ反映した 25 件の政策評価 

イ 「平成 17 年度事業評価書（平成 18 年度概算要求に係る新規・拡充事業）」（平

成 17 年８月 31 日付け金総第 1826 号による送付分）における７件の政策評価の

うち、金融庁が概算要求に関連して行い予算要求等へ反映した７件の政策評価 

 

２ 実績評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 

（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測

定して目標の達成度合いについて評価していく方式であるので、当該目標に関し

て達成すべき水準を明確にするとともに、その水準をいつまでに達成しようとす

るのかをあらかじめ定めておく必要がある。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。（注１、２） 

① 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されている

かどうか。 

② 目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期（基準年次）及び目標を達

成しようとする時期（達成年次）が設定されているかどうか。 

③ 目標設定に関し、目標設定の考え方やその根拠は明らかにされているかどう

か。 
 
（注１）目標に関し達成すべき水準が数値化されていないものの中には、目標値の設定が容易で

はないものもあり得るが、その点について精査を行ったものではない。 
（注２）達成すべき目標は行政活動の一定のまとまりを対象として設定されるものであり、様々

な要素を包含することとなる。このため、その具体的な達成水準を一義的に示すことは一般
的に困難であり、その場合、関連した測定可能な指標を用いて、それぞれの指標ごとに達成
水準を示す具体的な目標を設定し、その実績の測定をもって、達成すべき目標の達成水準の
測定に代えることが必要となる。そのような措置を講じている府省の審査においては、達成
すべき目標と測定可能な指標との構造を明らかにした上で審査を行うものとする。 

 

（目標の達成度合いの判定方法） 

 



実績評価方式は、目標の達成度合いについて評価することが基本である。目標

の達成度合いについての判定の結果については、国民への説明責任の観点から、

明確な判定基準に基づき整理されることが望ましい。目標に対する実績が数値に

より測定可能なものとなっていれば、目標の達成度合いは明らかであることから、

その水準をどのように評価するかについての判定基準が明示されていれば、達成

度合いを客観的に評価することが可能となる。 

しかしながら、目標の達成度合いを数値で表せず、達成度合いの判定基準を明

確に示すことが困難である場合においては、目標の達成度合いをどのように判定

しているかについて説明することが求められる。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 目標の達成度合いについての判定基準を定量的に示すなど具体的で明確になっ

ているかどうか。 

 

 

（２）審査の結果 

「平成 16 年度実績評価書」における 43 件の実績評価のうち、金融庁が概算要求に

関連して行い予算要求等へ反映した25件についての審査の結果（事実確認の整理結果）

は、以下のとおりである（詳細は、別添１「政策評価審査表（実績評価関係）」参照）。 
 

【審査結果整理表】 

目標の設定状況 

目標期間の 

設定の有無 
政      策 

目標値等の 

設定の有無 

 基準年次 達成年次

目標設定 

の考え方 

目 標 の 達

成 度 合 い

の 判 定 方

法 

（ 判 定 基

準 の 定 量

化等） 

Ⅰ 金融機能の安定 

１ 金融機関が健全に経営されていること 

(1)不良債権問題が正常化されること 

 Ⅰ－１－(1)－② リレーションシップバンキング（間柄重視の地域密着型金融）の機能強化 

  指標数 12 －＝12 －＝12 －＝12 －＝12 
－ 

(2)金融機関のリスク管理体制が確立されていること 

 Ⅰ－１－(2)－① リスクに対応した実効性のある検査の実施 

   指標数 12 
○＝２ 

－＝10 

○＝２ 

－＝10 

○＝２ 

－＝10 

○＝１ 

－＝11 

－ 

 Ⅰ－１－(2)－② 効果的なオフサイト・モニタリングの実施 

   指標数４ 
○＝１ 

－＝３ 
－＝４ 

○＝１ 

－＝３ 
－＝４ 

－ 

 Ⅰ－１－(2)－④ 資本増強行の経営の健全化 

   指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

 Ⅰ－１－(2)－⑤ 金融機能強化法の適切な運用 

   指標数２ 
○＝１ 

－＝１ 
－＝２ 

○＝１ 

－＝１ 
－＝２ 

－ 

 



２ 金融システムの安定が確保されていること 

(1)金融システムの安定に支障が生じる事態が顕現化せず、安定が維持され、金融機関破綻時においても混乱なく円滑な処理が図ら

れること 

 Ⅰ－２－(1)－② ペイオフ解禁拡大に係る周知徹底 

   指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

 Ⅰ－２－(1)－③ 円滑な破綻処理のための態勢整備 

   指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

(2)国際協力を通じて金融機能の安定が確保されていること等 

 Ⅰ－２－(2)－① 国際的な金融監督基準のルール策定等への貢献 

   指標数１ －＝１ －＝１ －＝１ －＝１ 
－ 

 Ⅰ－２－(2)－② 新興市場国の金融当局への技術支援 

   指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

Ⅱ 預金者、保険契約者、投資者等の保護 

１ 国民が金融サービスを適切に利用できること 

(1)金融サービスの利用者保護の仕組みが確保されていること 

 Ⅱ－１－(1)－① 投資サービスに関する制度整備 

  指標数２ 
○＝１ 

－＝１ 
－＝２ 

○＝１ 

－＝１ 
－＝２ 

－ 

 Ⅱ－１－(1)－② 保険をめぐる諸問題への適切な対応 

  指標数１ －＝１ －＝１ －＝１ －＝１ 
－ 

(2)国民が各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みなどについて理解していること 

 Ⅱ－１－(2)－① 各種金融サービスの特性や利用者保護の仕組みなどに係る情報提供 

  指標数７ －＝７ －＝７ －＝７ －＝７ 
－ 

(4)企業内容の情報開示が十分行われていること 

 Ⅱ－１－(4)－① 証券取引法に基づくディスクロージャーの充実 

  指標数４ －＝４ －＝４ －＝４ －＝４ 
－ 

 Ⅱ－１－(4)－③ 公認会計士監査の充実・強化 

  指標数５ －＝５ －＝５ －＝５ －＝５ 
－ 

２ 金融機関等が金融サービスを公正に提供していること 

(2)金融機関等の法令遵守態勢が確立されていること 

 Ⅱ－２－(1)－① 利用者保護の観点からの厳正で実効性のある検査の実施 

  指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

 Ⅱ－２－(1)－③ 貸金業者に対する的確な監督 

  指標数３ －＝３ －＝３ －＝３ －＝３ 
－ 

３ 市場が公正であること 

(1)証券市場において取引の公正が確保されていること 

 Ⅱ－３－(1)－① 
証券市場の公正性を損ねる証券犯罪及び悪質な市場仲介者の徹底摘発、並びに証券市場におけ

る公正な価格形成等の確保 

  指標数５ 
○＝１ 

－＝４ 

○＝１ 

－＝４ 

○＝１ 

－＝４ 
－＝５ 

－ 

 Ⅱ－３－(1)－② 証券市場に対する監視機能の強化 

  指標数１ －＝１ －＝１ －＝１ －＝１ 
－ 

 



Ⅲ 円滑な金融等 

１ 我が国金融が金融環境の変化に適切に対応できていること 

(1)多様な資金需要・投資ニーズに対応できる証券市場となっていること及び証券市場への資金の流れが拡大すること 

 Ⅲ－１－(1)－① 個人投資家の参加拡大 

  指標数 12 －＝12 －＝12 －＝12 －＝12 
－ 

(3)企業金融が円滑に行われること 

 Ⅲ－１－(3)－① 中小企業金融の円滑化 

  指標数４ －＝４ －＝４ －＝４ －＝４ 
－ 

３ 金融機関等が犯罪に利用されないこと 

(1)金融機関等がマネー・ローンダリングなどの金融犯罪に利用されないこと 

 Ⅲ－３－(1)－① マネー・ローンダリング対策及びテロ資金対策の強化 

  指標数３ －＝３ －＝３ －＝３ －＝３ 
－ 

（業務支援基盤整備に係る政策） 

１ 人的資源 

(1)専門性の高い人材の育成 

 １－(1)－① 専門的研修の実施 

  指標数５ 

○＝１ 

△＝２ 

－＝２

○＝２ 

－＝３ 

○＝２ 

―＝３ 
－＝５ 

－ 

 １－(1)－② 民間との情報交流 

  指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

２ 情報 

(1)行政事務の効率化のための情報化 

 ２－(1)－① 行政事務の電子化 

  指標数５ 
○＝１ 

－＝４ 
－＝５ 

○＝１ 

－＝４ 

○＝１ 

－＝４ 

－ 

(2)金融行政の専門性向上のための情報収集・分析 

 ２－(2)－① 専門性の高い調査研究の実施 

  指標数２ －＝２ －＝２ －＝２ －＝２ 
－ 

合    計 

  25 政策  

  （102 指標） 
○＝８ 

△＝２ 
○＝５ ○＝９ ○＝２ 

－ 

（備考） 

（注）１ 「目標値等の設定の有無」欄には、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的

であっても目標が達成される水準が具体的に特定されている場合には「○」を記入し、いずれにも該

当しない場合には「－」を記入している。ただし、達成すべき水準は数値化されていないものの、前

年度よりも数値を向上させる等の方向が示されている場合には「△」を記入している。 

２ 「目標期間の設定の有無」欄には、目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期が設定されて

いる場合には「基準年次」欄に「○」を、目標を達成しようとする時期が設定されている場合には「達

成年次」欄に「○」を記入し、それらが設定されていない場合には当該欄に「－」を記入している。 

３ 「目標設定の考え方」欄には、 

① 目標値及び目標期間（達成年次）のいずれも設定されているものについて、いずれの考え方につ

いても明らかにされている場合に「○」、いずれか一方の考え方が明らかにされている場合に「△」

を付している。 

 



② 目標値及び目標期間（達成年次）のいずれか一方が設定されているものについて、その考え方が

明らかにされている場合に「△」を記入している。 

③ 上記①、②のいずれにも該当しないものには「－」を記入している。 

４ 「目標の達成状況の判定方法（判定基準の定量化等）」欄には、目標の達成度合いについての判定

基準が定量化されているか、又は、具体的で明確なものとして示されている場合には「○」を記入し、

示されていない場合には「－」を記入している。 

 

３ 事前の事業評価についての審査 
（１）審査の考え方と点検の項目 

事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込

まれる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされ

ている（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価においては、一定規模以上の事業費を要す

る個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策に

ついて、その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策の評価に関する法律(平

成 13 年法律第 86 号。以下「評価法」という。) 第９条及び同法施行令（平成 13

年政令第 323 号）第３条）。 

 

これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられている

わけではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となっ

ているわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが

定めた基本計画に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的

に新規の施策・事業や規制等を対象として事前評価が行われている。 

こうしたことを踏まえつつ、さらに質の高い政策評価の実施に向けた今後の課題等

を明らかにする観点から、以下の点検項目により審査を行う。 

 

（政策効果の把握及び得ようとする効果の達成見込みについて） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果

を把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価

法第３条）。事前評価を行う場合には、政策を決定する前の時点において、当該政策

の実施により得られると見込まれる政策効果を把握した上で、「得ようとする効果」

と「実際に見込まれる効果」との関係を明らかにし、当該政策の有効性を検証する

ことが必要である。すなわち、事前評価においては、当該政策を実施することによ

り得ようとする政策効果は本当に得られるのか、その確実性（安定性）はどの程度

のものなのかについて明らかにしていくことが求められる。 

また、得ようとする政策効果が費用に見合ったものとなっているかどうか等の効

率性に関する予測は、評価の対象とされる政策に適合した測定手法が開発されない

状況において定量的に行うことは必ずしも容易なことではない。 

この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定さ

れているか。 

② 政策の実施により得ようとする効果について、実際にどの程度得られると見込

 



まれるかなど、得ようとする効果の達成見込みの確からしさがどのように検証さ

れているか。 

③ 費用に見合った政策効果が得られるかどうかについて、どのような説明がされ

ているか。また、定量的な分析は試みられているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証

すること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進め

ていくことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 

政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握

の方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握

できるものであることが望ましい。 

また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実

際に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されるこ

ととなるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 

  この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 事後的な検証を行うこととしているか。また、その時期は特定されているか。 

② 事後的な検証が予定されている場合、政策効果の把握の方法は、得ようとする

効果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定され

ているか。 

 

（２）審査の結果 

「平成 17 年度事業評価書（平成 18 年度概算要求に係る新規・拡充事業）」にお

ける７件の事業評価（事前）のうち、金融庁が概算要求に関連して行い予算要求等

へ反映した７件についての審査の結果（事実確認の整理結果）は、以下のとおりで

ある（詳細は、別添２「政策評価審査表（事業評価（事前）関係）」参照）。 

 

 



 

【審査結果整理表】 

効果の達成見込みに

関する検証方法 

整

理

番

号 

政策 手段 

得ようと

する効果

の明確性 推論 その他

効率性に関

する情報 

検 証 を 行

う時期の特

定 

効 果 の 把

握 の 方 法

の特定性 

１ 

有 価 証 券

報 告 書 等

の 企 業 内

容 等 の 開

示 書 類 の

電子化 

有価証券報告書等の業

務の業務・システム最適

化について以下に基づき

実施 

・ＸＢＲＬのＥＤＩＮＥ

Ｔへの導入 

・開示書類等に係る審査

支援機能の充実 

・類似の機能を持つサブ

システムの統合 

・現在の企画開発・運用

契約の見直し 

○ ○ 推計 ○ － △ 

２ 
ＩＴキャラ

バン 

金融機関の IT 担当者

等の参加を念頭に有識者

等によるパネルディス

カッション等をシンポジ

ウム形式で実施 

△ ○  △ △ ○ 

３ 

金 融 経 済

教 育 を 考

えるシンポ

ジウムの開

催 

 金融経済教育を考える

シンポジウムの開催 
△ ○  △ △ ○ 

４ 

少 額 短 期

保 険 募 集

人 管 理 業

務システム

開発 

 少額短期保険募集人管

理業務システムの開発及

び電子申請・届出システ

ムとの連携 

○ ○  △ － △ 

５ 

電 子 申

請・届出シ

ス テ ム の

e-GOV に整

備 す る 窓

口システム

の利用 

 電子申請の受付・交付

の業務を統合するための

窓口システム向け機能等

の開発 

○ ○  △ － △ 

６ 

バーゼルⅡ

の 国 内 実

施 に 伴 う

承 認 審 査

に 対 応 し

たシステム

の整備 

現在開発中である、基

礎的内部格付手法の承認

審査に必要なシステムに

つき、更に高度なリスク

管理手法の適切性の検証

を行うために、その機能

強化を図る。 

○ ○  △ － △ 

 



７ 

オ フ サ イ

ト・モニタ

リングに係

る コ ン

ピュータ・

システムの

機能強化 

 オフサイト・モニタリ

ングに係るコンピュー

タ・システムの一層の機

能強化 

・保険会社の取扱いを可

能とする機能追加 

・預金取扱金融機関に係

る徴求項目の追加・変更

などの機能変更 

○ ○ 比較 ○ － △ 

合  計 
○＝５ 

△＝２ 
 

○＝２ 

△＝５ 
△＝２ 

○＝２ 

△＝５ 

（備考） 

（注）１ 「得ようとする効果の明確性」欄には、得ようとする効果について、「何を」「どの程度」「どうする」のか

が明らかにされているなどどのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとするのか

その状態が具体的に特定されている場合には「○」を、「何を」「どうする」のかは説明されているものの、

「どの程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていない場合には「△」を、得ようとする効果につ

いての記載がない場合には「－」を記入している。 

２ 「効果の達成見込みに関する検証方法」欄には、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類を記入し

ている（複数もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により

得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得

られると見込まれることを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込

まれることを実証的に根拠付けている。 

３ 「効率性に関する情報」欄には、当該政策（施策や事業）の実施に要する費用等に関する分析の結果が示

されている場合には「○」（当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果

との関係について定量的な分析が試みられている場合には「◎」）を、当該政策の実施に要する費用等の見込

額、従来からの活動等についての予算執行額（実績額）等の記載にとどまっている場合には「△」を、上記

の情報が記載されていない場合には「－」を記入している。 

４ 「検証を行う時期の特定」欄には、当該政策（施策や事業）について、事後的検証を行う時期が特定され

ている場合には「○」、事後的検証を行うこととはしているが時期が特定されていない場合、若しくは、当該

政策（施策や事業）の一部についてのみ時期が特定されている場合には「△」、実施することが明らかにされ

ていない場合は「－」を記入している。 

５ 「政策効果の把握の方法の特定性」欄には、政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にさ

れている場合には「○」を、効果の把握の方法が不明確の場合には「△」を記入している。 

 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた課題等の整理・分析については、今年度末を目途に別途

取りまとめる予定である。 

 



【別添１】 
 政策評価審査表（実績評価関係）                            

（説 明） 

本表は、公表された金融庁の「平成 16 年度実績評価書」に基づき総務省の責任において整理したものである。 

各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

欄   名 記          載          事          項 

「政策」欄 金融庁における実績評価の体系（法定任務－基本目標－重点目標－政策）に基づき、評価の対象とされた政策の名称を記入した。 

「達成すべき目標」欄 
あらかじめ政策効果に着目して設定された「政策の目標」を記入した。 

なお、「達成すべき目標」は、評価書に明確には記載されていないため、金融庁に確認を行い、当省で整理して記入した。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome ）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプットをそれぞれ示す。 

「測定指標」欄 「達成すべき目標」に対する実績を定期的・継続的に測定するため使用する指標を記入した。 

 なお、金融庁においては、政策の目標に対する実績を測定するための指標を設定しているとしているが、評価書に明確には記載されていないため、

金融庁に確認を行い、当省で整理して記入した。 

「指標分類」欄 

 

別添の「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｐ」、「ＣＭ」、「ＣＩ」のいずれか該当するものを

記載している。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「ＣＩ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」

（＝outPut）はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 「達成すべき目標」についての目標とする値、水準等を記入した。 

「目標期間」欄 「達成年次」には、政策を実施することにより達成すべき目標を達成しようとする年次を、また、「基準年次」には、目標の達成度合いを把握す

るための基準となる年次を記入した。  

「目標設定の考え方及びそ

の根拠」欄 

目標設定に関し、目標設定の考え方やその根拠が記載されている場合に、その考え方、根拠を記入した。 

「測定結果等」欄 測定結果等を記入した。 

「評価の結果」欄 金融庁における評価の結果、評価の結果に基づく今後の課題及び端的な結論を記入した。 

なお、端的な結論とは、金融庁の｢平成 16 年度実績評価書｣で用いられている用語で、評価が国民に分かりやすいものとなるよう、取組みの成果

が上がっているかどうか及び今後の取組み方針について簡潔に整理したものである。 

「政策手段」欄 達成すべき目標を実現するために具体的に講じる手段が記載されている場合、その内容を記入した。 

 



アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方(総務省行政評価局) 
 

 各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿
って指標を分類した案を各府省に提示した。各府省がこの分類案と異なる分類の考え方を採っている場合には、当該府省の考え方を以下に別記として整理している。 
 

記 
 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成 13 年法律第 86 号)第３条第１項において、政策効果は「政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の
行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」
がアウトカムに当たる。 
 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に
及ぼされる何らかの変化や影響 

 

（例）  〇行政サービスに対する満足度、〇講習会の受講による知識の向上、技能の向上 
〇搬送された患者の救命率、〇開発途上国における教育水準(識字率、就学率) 

    〇農産物の生産量、〇大気、水質、地質の汚染度 
    〇ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、不法投棄件数 

〇株式売買高の推移、〇育児休業取得率 
〇就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの （例）  〇事業の実施件数、〇会議の開催数 
〇偽造防止技術の研究件数、〇環境基準の設定 
〇検査件数、〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービスの量 （例）  〇講習会、展示会等の開催回数、〇標準事務処理期間の遵守状況 
〇電算機の稼働率、〇助成金の支給件数・支給金額 
〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービスの利
用の結果 

（例）  〇講習会、展示会等の参加者数、〇ホームページ等へのアクセス件数 
〇論文の被引用数、〇共同利用施設の利用者数 
〇放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数、〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 
〇相談件数、〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結果であ
り直接国民生活や社会経済に及ぼす影響でないも
の 

（例）  〇機構・定員等の審査結果、〇一般会計予算の主要経費構成比 
    〇法令等審査件数、〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合  

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現象や事
態を表す指標であるが、それ自体は直接国民生活
や社会経済に及ぼす影響を表すものではないもの

（例）  〇各種研究開発の特許取得件数、〇マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数 
〇新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 

 



（別記）金融庁におけるアウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方 

 

金融庁では、総務省行政評価局の分類において、アウトプット指標として分類されているものの一部について、以下の考え方によりアウトカム指標に分類している。 

 

 

○ アウトプット指標分類③（行政活動により提供されたモノやサービスの利

用の結果）に該当するとされた指標のうち、次のいずれかに該当するもの 

 

 金融庁の監督行政の対象である貸金業者の業務運営の適切性の度合いを表

すもの 

 

 

（例） 

 

 

 苦情・相談受付状況（件数） 

 

 



基準年次 達成年次

Ｃ 機能強化計画の進捗状
況

・地域金融機関の経
営改善支援による業
況改善

ＣＭ ー ー ー

14年
度

15年
度

16年
度

・不動産担保・保証
に過度に依存しない
融資

ＣＭ ー ー ー
5463
億円

14,79
1億円

27,73
7億円

・デット・エクイ
ティ・スワップ（債
務の株式化）

ＣＭ ー ー ー
3件
40億
円

29件
175億
円

33件
261億
円

・デット・デット・
スワップ（債務の劣
後ローン化）

ＣＭ ー ー ー －
7件
56億
円

57件
281億
円

中小企業再生支援協議
会等の活用

Ｐ － － －

中小企業再生支援協議
会の再生計画策定

ＣＭ － － －

産業クラスターサポー
ト金融会議

Ｐ － － －

産業クラスターサポー
トローン

ＣＭ － － －

政府系金融機関等との
協調融資

ＣＭ － － －

整理回収機構（ＲＣ
Ｃ）による企業再生の
状況（再生件数）

ＣＭ － － －

利用者アンケート結果 ＣＭ － － －

不良債権比率の状況
（％）

ＣＭ － － －
14.3
月期

15.3
月期

16.3
月期

17.3
月期

・地域銀行 8.0 7.8 6.9 5.5

・信用金庫 11.5 11.4 10.2 ー

・信用組合 15.7 16.0 13.8 ー

　15～16年度までの２
年間を地域金融に関す
る「集中改善期間」と
した上で、中小企業対
策との連携等を含め、
地域密着型金融の機能
を強化し、中小企業の
再生と地域経済の活性
化を図るための各種の
取組みを進めることに
よって、不良債権問題
も同時に解決してい
く。

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠

政策評価審査表（実績評価関係）

達成すべき目標

支援を行った債務者（正常先を除
く）の約４分の１（約18,000先）
が業況改善

15年度　229件、3,969億円　⇒
16年度　348件、6,290億円

15年度　28件、5億円　⇒　16年
度　68件、14億円

98件（法的再生・私的再生）（16
年７月～17年６月）

15年度　346件、373億円　⇒　16
年度　702件、684億円

・積極的評価45.4%
・消極的評価37.4%
・わからない17.3%

１　金融機関が健全に経営されていること

15年６月までに各地域（財務局単
位）において立ち上げられ、以
後、各地域において概ね２～４回
開催

(1)不良債権
問題が正常化
されること

引き続き、同協議会との連携強
化・情報交換が図られている

・リレーションシッ
プバンキング（間柄
重視の地域密着型金
融）の機能強化に関
するアクションプロ
グラムの実施
・中小企業対策との
連携
・整理回収機構（Ｒ
ＣＣ）の一層の活用

政策 測定指標
目標
分類

Ⅰ　金融機能の安定

Ⅰ－１－(1)－②
　リレーションシップ
バンキングの機能強化

（評価の概要）
・中小・地域金融機関等の取組み実績
をみると、中小企業金融の円滑化に向
けた取組みの強化・拡充が図られてき
ており、地域密着型金融の機能強化に
向けた取組みは、総じて、着実に進捗
している。
・金融機関の取組み実績に対する評価
については、利用者アンケート結果等
をみると、借り手等の受止め方は従前
に比べ改善しているほか、中小企業か
らみた金融機関の貸出態度も改善傾向
にあり、一定の評価ができる。
　また、中小・地域金融機関の財務状
況をみると、全体として改善傾向にあ
り、不良債権比率についても、全体と
して低下のトレンドに入っているなど
一定の効果はあったものと考えてい
る。

（今後の課題）
・創業・新事業支援や早期事業再生な
どの分野をはじめ、その効果が顕在化
するまでには一定の時間を要する取組
みが少なくないことを踏まえれば、今
後ともこうした取組みを継続していく
必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
おり、今後もこれまでの取組みを進め
ていく必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ｐ

主要行グループに対す
る深度ある検査の一層
の推進

Ｐ － － －

貸出金分類額及び償
却・引当額の乖離状況
（％）

ＣＭ ー ー ー

・貸出金分類額

・償却・引当額

15.3
月期

15.9
月期

16.3
月期

16.9
月期

17.3
月期

59.9 42.5 36.3 32.7 27.2

14.3
月期

15.3
月期

15.9
月期

16.3
月期

16.9
月期

1.9 1.3 0.9 0.7 0.4
14.3
月期

15.3
月期

15.9
月期

16.3
月期

16.9
月期

－

37
［22
（DCF法
適用以
前の算
出方法
により
試
算）］

40 52 53

ペイオフ解禁拡大への
対応状況についての検
証

Ｐ － － －

平成16検査事務年度の
検査・実績件数（件）

Ｐ
16事務
年度

16事務
年度

銀行等（銀行持株会
社を含む）

105

協同組織金融機関 235
保険会社 15
証券会社等（投資信
託委託業者・投資法
人・投資顧問業者を
含む）

80

政策金融機関・郵政
公社

7

その他金融機関 340

重点検証項目別検査指
摘状況

Ｐ － － －

○金融機関を取り巻く
諸問題に的確に対応す
る観点から、各業態固
有のリスクを踏まえつ
つ、検査における重点
検証項目などを盛り込
んだ検査に係る基本方
針にて実施方針を策定
し、基本計画に従い検
査を実施する。
○検査計画策定時、立
入検査開始前などの各
段階において、監督局
と連携の上、情報収
集・分析態勢を強化す
る。
○検査監督データシス
テムについては、検
査・監督両面から更に
有効活用しうるデータ
ベースとなるよう充実
に向けた検討を行う。
○バーゼルⅡや金融情
勢の変化に対応するた
め、検査マニュアルの
整備等に向けて検討す
るとともに、検査手続
に係る指針や評定制度
の導入を検討する。

○ペイオフ解禁拡大への対応状況
の検証を行い、対応の遅れやシス
テム上の問題点などについて指摘
○検査基本指針に掲げた各種のリ
スクに対応した検査に係る検証を
行い、金融機関のリスク管理態勢
の問題点などについて指摘

357

（考え方）
　－
（根拠）
　－

47.1（１巡目）→7.2（４巡目）

－ －

－ －
特別検査対象債務者の
不良債権処分損（兆
円）

特別検査対象債務者の
大口要管理先の引当率
（％）

ＣＭ －

ＣＭ －

(2)金融機関
のリスク管理
体制が確立さ
れていること

・検査に係る基本方
針にて実施方針を策
定し、基本計画に従
い実施
・情報収集・分析態
勢の強化
・必要に応じてマ
ニュアルの整備・見
直しを行うなど、金
融情勢の変化等に対
応した検査の実施

35.9（１巡目）→5.9（４巡目）

主要行全11行の繰延税
金資産のTier１に占め
る割合（％）

ＣＭ －

（評価の概要）
・特別検査対象債務者の大口要管理先
への引当率が15年３月期22％から16年
９月期53％と大幅に上昇するなど、貸
倒引当金が手厚くなった一方、不良債
権処理コストは、15年３月期1.3兆円
から16年９月期0.4兆円に低下してお
り、不良債権問題の正常化に寄与し
た。
・ペイオフ解禁拡大の円滑な実施に寄
与した。
・金融機関のリスク管理態勢の改善に
寄与した。
・検査に関する情報収集・分析態勢に
ついては強化されている。
・金融機関のガバナンスの向上とリス
ク管理の高度化を通じた健全な競争を
促進させるとともに、金融情勢の変化
に対応した検査の実施に寄与する。

（今後の課題）
・個々の金融機関の実態に即して、法
令等遵守態勢及びリスク管理態勢につ
いてプロセス・チェックに重点を置い
た検証を行う必要がある。
・新たな取引形態・商品に対応可能な
検査態勢の整備に努めるほか、信託業
法及び保険業法の改正を踏まえた対
応、金融コングロマリットへの対応を
行う必要がある。
・検査官へのサポート体制・人材育成
を行う必要があるほか、検査における
ノウハウの共有化やそのためのシステ
ムの整備などにも取り組む必要があ
る。
・金融情勢の変化に対応した検査の取
組みについても、引き続き検討する必
要がある。
・平成18年度において、予算・機構定
員要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

○２巡目検査の実施
○17年３月末までに対象となるす
べての金融機関に対し、名寄せ
データの整備状況について検証
○決済用預金の導入のためのシス
テム変更に係るシステムリスク、
事務リスク管理態勢等を検証

－

6

15

88

237

105

－

　通年・専担検査体制の下、資産
査定の厳格化の徹底等を図り、深
度ある検査を一層推進した。この
ため、自己査定と検査結果の集計
ベースでの格差公表、大口債務者
に対する主要行間の債務者区分の
統一、繰延税金資産の厳正な検証
等を継続して実施した。

Ⅰ－１－(2)－①
　リスクに対応した実
効性のある検査の実施



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

－
14.3
月期

15.3
月期

16.3
月期

17.3
月期

－ 8.4 7.2 5.2 2.9

検査監督連携会議開催
状況

Ｐ － － －

検査監督データシステ
ムの整備状況

Ｐ － － －

マニュアル等整備検討
状況

Ｐ － － －

Ｐ

オフサイトモニタリン
グの実施状況

Ｐ ー ー ー

主要行等向けの総合的
な監督指針等の策定

Ｐ
監督指針の

策定
－ H16年度

（考え方）
　－
（根拠）
　－

金融コングロマリット
に対する監督体制の整
備状況

Ｐ － － －

　平成16 年度において
は、各業態の時々の実
情を反映して効果的な
オフサイト・モニタリ
ングを実施すること、
各業態向けの総合的な
監督指針を策定するこ
と、及び、オフサイ
ト・モニタリング・シ
ステムの機能拡張を図
る。

○「金融検査に関する基本指針」
を策定
○「金融検査評定制度」を策定

14年
３月末

（評価の概要）
・効果的なオフサイト・モニタリング
の実施に関する取組みにより、監督行
政の充実が図られ、これにより、経営
の健全性の確保等に向けた金融機関の
自主的な取組みを早期に促すことに資
するものがあった。

（今後の課題）
・「主要行等向けの総合的監督指針」
の作成及び同指針に基づいた着実な監
督の実施が必要。
・「金融コングロマリット監督指針」
に基づき、グループレベルでの監督を
着実に実施していくことが必要。
・監督部局及び検査部局が、それぞれ
の独立性を尊重しつつ適切な連携を図
り、オンサイトとオフサイトの双方の
モニタリング手法を適切に組み合わせ
ることで、効率的なモニタリングを実
施していくことが必要。
・金融機関の健全性について、より迅
速かつ多角的に把握し、改善を促して
いくために効率的なシステム機能強化
等の検討が必要。
・平成18 年度において、モニタリン
グ・システム等に係る予算要求、金融
コングロマリット化等に対応した機構
定員要求を行う必要がある。

・効果的なオフサイ
ト・モニタリングの
実施
・主要行等向けの総
合的な監督指針等の
策定
・金融コングロマ
リットに対する監督
体制の整備等
・預金取扱金融機関
に係るモニタリン
グ・システムの再構
築

○H16.8（金融庁）
○H16.10（各財務局）
○H17.2（金融庁）
○H17.3（金融庁）

　業務・システム最適化計画の策
定のための見直し方針策定作業に
関しては、外部コンサルティング
業者の支援の下、検査局及び監督
局が保有する情報を、双方が有効
に活用し得る仕組みを構築するこ
となどを内容とする見直し方針を
策定

○「主要行等向けの総合的な監督
指針」の策定について検討を開始
した。
○証券会社、保険会社の総合的監
督指針（案）をそれぞれ公表し、
意見募集を行った。
○平成16年12月に「信託会社等に
関する総合的な監督指針」を、17
年6月に「金融先物取引事業者向
けの総合的な監督指針」を策定し
た。

○平成16年11月に、「コングロマ
リット室」及び「国際監督室」を
設置した。
○平成17年6月に、「金融コング
ロマリット監督指針」を策定し
た。

主要行の不良債権比率
（％）

○金融機関の経営に関する情報を
収集・徴求し、その分析を行うと
ともに、定期的な面談等を通じ、
金融機関との意見交換を行った。
○各業態毎にその特徴に即したオ
フサイト・モニタリングの充実を
図り、監督行政の更なる充実を
図った。
○金融機関に対して定期的に行っ
ている徴求資料の見直しを行い、
廃止・削減を行った。

ＣＭ

主要行の不
良債権比率
を半分程度
に低下

16年度末

（考え方及び根拠）
　「金融再生プログラ
ム」（平成14年10月30
日金融庁）に基づき設
定。

Ⅰ－１－(2)－②
　効果的なオフサイ
ト・モニタリングの実
施



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

預金取扱金融機関に係
るモニタリング・シス
テムの再構築

Ｐ － － －

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組み（金融機関の財務
の健全性や業務の適切性について迅速
かつ多角的に把握し、改善を促してい
くための取組み）の充実・改善や新た
な施策の検討等を行う必要がある。

Ⅰ－１－(2)－④
　資本増強行の経営の
健全化

　パブリック・プレッ
シャーの下で各金融機
関の経営健全化計画の
履行を促し、金融機関
の経営の早期健全化を
図る。

Ｃ

経営健全化計画の履行
状況

Ｐ － － －

資本増強行の公的資金
返済額

ＣＭ － － －

　

　平成16年度において
は、法施行に伴い、経
営強化計画の内容の詳
細、国の資本参加に当
たっての審査基準の詳
細等必要な事項を定め
た政令・府令等を整備
するとともに、資本参
加についての申請を受
けた場合に適切な対応
を図る。

Ｐ

政令・府令等の整備状
況

Ｐ
関係政令・
府令等の整

備
－ H16年度

（考え方）
　－
（根拠）
　－

「金融機能強化審査
会」の開催等

Ｐ － － －

○平成16年9月期の徴求報告か
ら、預金取扱金融機関については
オンラインでのデータ徴求が可能
となった。
○財務事務所までシステム展開さ
れたことから、財務事務所での中
小・地域金融機関への深度あるモ
ニタリングがタイムリーに実施で
きるようになった。

・経営健全化計画の
フォローアップ

Ⅰ－１－(2)－⑤
　金融機能強化法の適
切な運用

　「金融機能強化審査会」の第一
回会合を、16年８月に開催し、会
長の互選、運営規程の決定等が行
われた。

○金融機能の強化のための特別措
置に関する法律の施行
○金融機能強化法に基づく公的資
本参加に係る主要な事項について
は、法律及び政府令において明確
化
○16年７月に、法令の内容を踏ま
え、同法に基づき資本参加を行う
場合の運用上の留意事項を規程し
公表

（評価の概要）
・本制度を実際に運用するための枠組
みは整ったものと考えている。
・16事務年度は、株式等の引受け等に
関する申込みはなかった。

（今後の課題）
・株式等の引受け等に関する申込みが
あった場合は、法令に基づき適正に審
査し、資本参加が決定された場合に
は、提出された経営強化計画の公表及
び計画の履行状況の定期的な公表を行
うなど適切な運用を図っていく必要が
ある。このため、平成18年度におい
て、所要の政府保証枠等の予算要求を
行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果（制度整備
等）が上がっており、今後もこれまで
の取組み（申込みがあった場合は、法
令等に基づき適切な対応）を進めてい
く必要がある。

○早期健全化法に基づき資本増強
が行われた金融機関の経営健全化
計画の履行状況については、各金
融機関からの報告を取りまとめて
半期毎に公表しており、パブリッ
ク・プレッシャーによる自己規正
が図られている。
○計画未達の金融機関について、
報告の徴求、業務改善命令といっ
た監督上の措置が講じられてい
る。

・金融機能の強化の
ための特別措置に関
する法律の施行
・中小・地域金融機
関向けの総合的な監
督指針の一部改正等
・「金融機能強化審
査会」の開催等

○横浜銀行は16年８月に公的資金
を全額処分・返済した。
○16年８月及び17年３月にはみず
ほフィナンシャルグループが、16
年11月には三井住友フィナンシャ
ルグループが、合わせて6,836億
円の優先株式の処分を行った。
○16年９月及び17年３月にはみず
ほフィナンシャルグループ、三井
トラストホールディングスが、合
わせて5,650億円の劣後債・ロー
ンの期限前償還・期限前弁済（い
わゆる「コールオプション行
使」）を行った。

（評価の概要）
・旧安定化法及び早期健全化法に基づ
く資本増強額（約10.4兆円）の17年３
月末の残高は約6.9兆円となってい
る。こうした動きは、基本的に各金融
機関の経営健全化の進展を反映したも
のであると考える。

（今後の課題）
・より強固な金融システムの構築のた
めに、早期健全化法に基づき公的資金
による資本増強を受けた金融機関の経
営のより一層の健全性の確保に向け
て、引き続き行政面における適切な対
応に努めていく必要がある。
・このため、平成18年度においては、
公的資本増強行の優先株式等の処分に
係る業務に対応する定員要求を行う必
要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

預金保険制度について
の国民の理解状況

・アンケート調査に
よる預金保険制度認
知度（預金保険制度
の認知度に関するア
ンケート調査）
（％）

ＣＭ － － －

H12 H13 H14 H15 H16

「内容まで知ってい
る」、「見聞きした
ことがある」と回答

76.9 77.1 83.5 80.3 80.7

「全く知らない」と
回答

23.0 22.8 16.2 18.6 18.7

16.10月 16.11月 16.12月 17.1月 17.2月

9,374 12,061 12,477 25,801 31,969

17.3月 17.4月 17.5月 17.6月 17.7月

46,999 32,148 18,775 17,092 13,515

　預金者保護や金融シ
ステムの安定確保の観
点から、こうした預金
保険制度について誤解
や不知による混乱を来
たさないことが重要で
あることから、制度の
周知を図るための広報
活動を実施する。

Ｐ －

２　金融システムの安定が確保されていること

－

(1)金融シス
テムの安定に
支障が生じる
事態が顕現化
せず、安定が
維持され、金
融機関破綻時
においても混
乱なく円滑な
処理が図られ
ること

Ⅰ－２－(1)－②
　ペイオフ解禁拡大に
係る周知徹底

Ｐ

・ホームページアク
セス件数（ホーム
ページ「新しい預金
保険制度について」
への毎月のアクセス
件数）

・ペイオフ解禁に向
けての情報提供

（評価の概要）
・預金保険制度の周知徹底を図るため
の様々な広報活動を行った結果、ホー
ムページへのアクセス件数の大幅な増
加等、預金者の預金保険制度への関心
の高まりが見られるとともに、アン
ケート調査による預金保険制度の認知
度についても、ここ数年は高い水準を
維持している。
・現在に至るまで、ペイオフ解禁拡大
に関し、預金者の誤解や不知に基づく
特段の混乱は見られていないなど、預
金者への預金保険制度の周知は、相当
程度図られた。

（今後の課題）
・引き続き預金保険制度について、よ
り深い理解を促すための広報活動を継
続する。
・平成18年度において、預金保険制度
に係る広報活動を充実させるため、予
算要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

－



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ⅰ－２－(1)－③
　円滑な破綻処理のた
めの態勢整備

　金融機関の破綻処理
を迅速かつ円滑に進め
るため、名寄せデータ
の正確性の向上や預金
保険機構等の関係機関
との緊密な連携に努め
る。

Ｐ

名寄せ検査及び是正に
向けた施策の実施状況

Ｐ － － －

・名寄せ検査実施状況
H13事
務年
度

H14事
務年
度

H15事
務年
度

H16事
務年
度

（本庁実施）
銀行 36 38 32 43
信用金庫 0 1 0 0
信用組合 0 0 0 0

（財務局実施）
銀行 35 30 31 22
信用金庫 176 116 102 121
信用組合 12 92 76 51

（預金保険機構実施）
銀行 2 1 10 16
信用金庫 14 31 56 61
信用組合 23 34 34 27

（計）
銀行 73 69 73 81
信用金庫 190 148 158 182
信用組合 35 126 110 78

（総計） 298 343 341 341

関係機関との連携状況 Ｐ － － －

○名寄せデータの正確性の向上に
ついては、預金保険機構と連携し
つつ金融機関の検査を行い、その
データベース等の整備状況を厳正
に検証した。17年３月までに、対
象となるすべての金融機関に対
し、名寄せデータの整備状況につ
いて検証した。
○検査の結果、名寄せ整備に関し
ては、例えば次のような事例が認
められた。
・預金保険法に基づき、預金口座
の名寄せを行うためにデータ整備
を行っているが、例えば、同一団
体で設立年月日が相違しているも
のなど、多数の不備が認められる
事例
・整備済みとしているデータにつ
いて、申込書と登録データの突合
を行っていないことなどから、人
格コードや名寄せ用カナ氏名等の
誤りが多数認められる事例
○名寄せの際に支障が生じるおそ
れがあると認められた金融機関全
てについて、是正策の報告を求め
るなどのフォローアップを行っ
た。フォローアップを受けた金融
機関においては、名寄せデータの
精度の向上が図られた。

　関係機関との連携強化について
は、預金保険機構との緊密な連携
の下、破綻処理にかかる初動対応
の円滑化・迅速化を図るための協
議を継続した。

・名寄せデータの正
確性の向上
・関係機関との連携
強化

（評価の概要）
・フォローアップを受けた金融機関に
おいては、名寄せデータの精度の向上
が図られた。
・万が一金融機関が破綻した場合にも
速やかに預金の払い戻しが行われる態
勢の整備に努めた。
・関係機関との連携により、預金等定
額保護下での破綻処理のための態勢整
備の充実を図った。

（今後の課題）
・今後とも、名寄せデータの精度の維
持・向上や、初動対応の一層の円滑
化、迅速化を含め、破綻処理のための
態勢整備を行う必要がある。
・検査においても、引き続き、預金保
険機構とも連携し、適時適切に名寄せ
データの整備が図られているか検証し
ていく必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善(預
金等定額保護下での破綻処理を円滑に
進めるため、名寄せデータの精度の維
持・向上や関係機関との連携を強化す
る等)や新たな施策の検討等を行う必
要がある。
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Ⅰ－２－(2)－①
　国際的な金融監督基
準のルール策定等への
貢献

　金融庁においては、
各国際フォーラムにお
ける国際ルール策定等
に積極的に参画する。

Ｐ
各国際フォーラムにお
ける国際ルール策定等
への参画状況（国際的
なルール策定作業、当
庁の活動等）

Ｐ － － －

・バーゼル銀行監督
委員会

・証券監督者国際機
構（ＩＯＳＣＯ）

・保険監督者国際機
構（ＩＡＩＳ）

　国際的な金融監督基準・金融
サービス貿易のルール策定を検討
している各種の国際的なフォーラ
ム等の作業に参加し、積極的な貢
献を行った。

○委員会に設置されている全ての
小委員会に専門家等を出席させ、
銀行のコンプライアンス機能や
コーポレート・ガバナンスのあり
方及びバーゼルⅡにおけるトレー
ディング勘定の取扱い等、様々な
ルール策定や指針の確立等の作業
に積極的に貢献した。
○バーゼルⅡの実施について、監
督当局間の情報交換等を行う新規
制実施作業部会を主催したほか、
わが国におけるバーゼルⅡ実施の
枠組み及び主要邦銀のバーゼルⅡ
実施計画に関する説明会を開催す
るなど、海外当局との情報交換に
も積極的に取り組んだ。

○執行委員会、専門委員会の他複
数の小委員会の議論に参画し、各
種の基準等の策定等に積極的な貢
献を行った。
○会計小委員会においては本年2
月より我が国が議長を務め、「ソ
ルベンシー評価に関する国際的な
共通指針」の策定にあたっては、
我が国における監督経験に基づ
き、保険会社の保有するリスクに
応じた監督の考え方の整理を提案
するなど、重要な貢献を行った。

○専門委員会、理事会、アジア・
太平洋地域委員会、議長委員会、
５つの常設委員会等のメンバーと
して、国際的な証券規制の原則策
定等に積極的に貢献した。
○「信用格付機関の基本行動規
範」の策定においては、わが国か
ら積極的に意見を発信し、行動規
範の策定に大きく貢献したほか、
アジア・太平洋地域委員会では、
我が国が中心となって、当該地域
における債券市場の制度整備状況
の調査を行い、その取りまとめを
行うなど、ＩＯＳＣＯが積極的に
国際的な証券規制監督上の課題を
改善していく上で、重要な貢献を
行った。

・バーゼル銀行監督
委員会、ＩＯＳＣ
Ｏ、ＩＡＩＳ等の国
際フォーラムにおけ
る国際ルール策定等
への積極的な貢献

(2)国際協力
を通じて金融
機能の安定が
確保されてい
ること

（評価の概要）
・国際的な金融監督基準・金融サービ
ス貿易のルール策定を検討している各
種の国際的なフォーラム等の作業に参
加し、積極的な貢献を行った。これら
の国際的なフォーラム等が作成した基
準、原則、報告等は、各国の金融当局
が行う規制・監督に活用されることが
期待される。

（今後の課題）
・引き続き、各国際フォーラムにおい
て国際的なルール作りに受身ではな
く、戦略的見地から積極的に参加し、
我が国の立場を主張しつつ、主導的な
役割を果たすべく努力していく。
・平成18年度において、国際ルール整
備体制の強化のための機構定員要求及
び国際ルール策定等へ積極的な貢献を
行うにあたり、各国際フォーラムへの
出席のための予算要求を行う必要があ
る。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
おり、今後もこれまでの取組みを進め
ていく必要がある。
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・ジョイント・
フォーラム

・世界貿易機関（Ｗ
ＴＯ）、経済連携協
定（ＥＰＡ）交渉

Ⅰ－２－(2)－②
　新興市場国の金融当
局への技術支援

　我が国としてアジア
大洋州の新興市場国を
対象に金融規制・監督
当局への技術支援に積
極的に取組む。

Ｐ

研修事業等の実施状況 Ｐ － － －

・研修生に対するア
ンケート調査の結果

ＣＭ － － －

○全ての本会合に参画し、各種の
報告書等の作成に積極的な貢献を
行った。
○バーゼル銀行監督委員会、ＩＯ
ＳＣＯ、ＩＡＩＳ及び各国金融監
督当局との業態横断的な情報交換
や連携強化への取組みに積極的に
参加した。

○16年度においては新興市場国の
金融規制監督当局担当者に対し、
証券監督者セミナー（16年9
月）、証券法務執行セミナー（16
年12月）、保険監督者セミナー
（17年5～6月）を実施した。
○アジア新興市場国の保険市場お
よび保険監督制度に関する実態調
査、並びに銀行監督実務の現状や
課題を把握するための調査を行っ
た。
○金融情報システムに係る個別問
題の解決のために現地へ専門家を
派遣し、研修を行った（スリラン
カ、16年９月）。

○ＷＴＯにおいては、先進国及び
途上国との間で金融サービスの自
由化について議論を行うなど、金
融サービス分野の自由化交渉に積
極的な貢献を行った。
○経済連携協定交渉については、
現在行われているアジア諸国との
交渉の中で、金融サービスの自由
化へ向けて積極的に議論を行って
いる。

・新興諸国の金融当
局を対象とした研修
事業等の実施
・今後の知的協力の
ための実態把握調査
・金融情報システム
の個別問題について
の派遣研修

（評価の概要）
・16年度に行った施策は、新興市場国
の金融当局に対する技術支援を通じた
能力向上、更には我が国との連携強化
に寄与した。

（今後の課題）
・アジア大洋州の新興市場国の金融規
制・監督当局への技術支援に引き続き
積極的に取り組む必要がある。
・研修事業の参加者に対するアンケー
ト調査や、新興市場国の金融システム
の現状や課題を把握するための各種調
査を実施するなどの取組みを引き続き
行う必要がある。
・平成18年度において、新興市場国に
対する技術支援の効果的実施にかかる
予算要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化（アジア、太平洋
州の新興市場国の金融市場が更に発展
していくことが予想されること、また
アジア諸国との経済連携協定交渉が始
まり、交渉対象国における我が国金融
機関の業務運営の円滑化を図るための
技術支援を行う重要性が高まること
等）に対する取組みの有効性等の変化
を踏まえ、取組みの充実・改善や新た
な施策の検討等を行う必要がある。

　試行的に導入したアンケート調
査の結果、証券監督者セミナーお
よび証券法務執行セミナーにおい
ては(保険監督者セミナーについ
ては調査実施中)、それぞれ回答
者の７割以上から研修で得た内容
が「実際に役立っている」もしく
は「具体的に活用する方向で検討
中」であるとの回答を得た。さら
に、研修生回答のうち７割以上が
帰国後「研修内容を他の担当者と
共有した」としている。
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Ｐ

金融審議会等での検討
状況

Ｐ － － －

外国為替証拠金取引へ
の対応
（金融先物取引法等の
改定）

Ｐ
関係政令・
府令等の整

備
－

H16事務
年度

（考え方）
　－
（根拠）
　－

１　国民が金融サービスを適切に利用できること

○金融審議会金融分科会第一部会
の開催状況（投資サービス法（仮
称）関連）
　昨年９月以降、以下の論点を柱
として、投資サービスにおける投
資家保護のあり方についての検討
を本格化させ、計14回の審議を経
て、投資サービス法（仮称）の基
本的な考え方を「中間整理」とし
てとりまとめた（17年７月７
日）。

(1)金融サー
ビスの利用者
保護の仕組み
が確保されて
いること

・投資サービスにお
ける投資者保護の拡
充

○今事務年度において
は、外国為替証拠金取
引に基づく被害の拡大
を防止するため、外国
為替証拠金取引が先物
取引と同様の性質を有
するデリバティブ取引
であると整理し、金融
先物取引法を改正する
ことにより、外国為替
証拠金取引を取扱う業
者に対し、金融・証券
先物取引に関するルー
ルに倣ったルールに基
づいて、行政による監
督がなされるよう、所
要の法案（金融先物取
引法案）を国会に提出
し、政令・府令を整備
する。
○適切な利用者保護と
公正・効率・透明な市
場の構築を目的とし
て、「投資サービス法
（仮称）」の制定に向
けた検討を開始する。

Ⅱ－１－(1)－①
　投資サービスに関す
る制度整備

　金融審議会金融分科会第一部会
において平成16年4月以降、外国
為替証拠金取引に対するより効果
的・抜本的な規制のあり方につい
て議論がなされ、同年６月23日に
報告書がとりまとめられた。報告
書の主旨を踏まえて金融先物取引
法の改正作業を行ない、昨年の臨
時国会（第161回）に提出し、成
立した。

（評価の概要）
・金融先物取引法改正に伴い、委託者
等の保護上支障をきたすことのないよ
う、財務面・人的構成等の観点から登
録拒否要件を明記するとともに、業者
に対する行為規制の厳格化、自己資本
規制の導入等といった措置により、事
後監視型の委託者等保護策を強化して
おり、政策目標である「投資者の保
護」の達成に資するものとなってい
る。

（今後の課題）
・「投資サービス法（仮称）」の法制
化に向けた作業を実施することとして
おり、平成18年度において投資サービ
スに係るルール策定等の体制強化のた
めの機構定員要求等を行う必要があ
る。

（端的な結論）
　現時点では成果の発現は予定されて
いないが、政策の達成に向け業務は適
切に実施（「投資サービス法（仮
称）」の法制化に向けた作業の実施）
されており、引き続きこれまでの取組
みを行う必要がある。

Ⅱ　預金者、保険契約者、投資者等の保護
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Ⅱ－１－(1)－②
　保険をめぐる諸問題
への適切な対応

　保険契約者保護をよ
り一層図るため、「無
認可共済への対応」
「保険契約者保護制度
の見直し」、「銀行等
による保険販売規制の
見直し」などについ
て、金融審議会におい
て検討等を行うととも
に、立法措置等必要な
措置を講じる。

Ｐ

保険制度に係る企画立
案の状況

Ｐ － － －

・根拠法のない共済
への対応
・保険契約者保護制
度の見直し
・銀行等による保険
販売規制の見直し
・その他保険契約者
等の保護のための
ルール等の整備

○根拠法のない共済への対応及び
保険契約者保護制度の見直し
・金融審議会における審議・法制
化に向けた検討
　「根拠法のない共済への対応」
及び「保険契約者保護制度の見直
し」については、保険ＷＧ及び金
融審議会金融分科会第二部会にお
いて検討が行われ、16年12月に金
融審議会金融分科会第二部会報告
「根拠法のない共済への対応につ
いて」及び「保険契約者保護制度
の見直しについて」が取りまとめ
られたところであり、これをもと
に、法制化の検討を行った。
・「保険業法等の一部を改正する
法律案」の策定
　「保険業法等の一部を改正する
法律案」を、17年３月、第162回
通常国会に提出した。
○銀行等による保険販売規制の見
直し
　16年３月末の金融審議会金融分
科会第二部会報告を踏まえ、関係
業界等との間で具体的な内容の調
整を行ってきたが、17年６月10日
にその具体案をとりまとめて公表
した。今般の規制の見直し案にお
いては、融資先販売規制を導入す
るとともに、事業資金の融資業務
と保険募集の担当者分離を行うな
ど、新たな弊害防止措置等を規定
している。
○その他保険契約者等の保護のた
めのルール等の整備
　「変額年金保険等に係る責任準
備金の積立ルール」については、
16年10月及び同年12月に関係府令
等の改正を行い所要の整備を行っ
た。
　いわゆる第三分野の保険商品に
ついての財務関連のルール整備を
図るため、17年６月に「第三分野
の責任準備金積立ルール・事後検
証等に関する検討チーム」による
検討会において報告書が取りまと
められたほか、保険商品の販売勧
誘のあり方について検討を行うた
め17年４月より「保険商品の販売
勧誘のあり方に関する検討チー
ム」による検討会を開催してい
る。

（評価の概要）
・根拠法のない共済について、原則と
して保険業法の規制対象とすること、
一定の事業規模の範囲内で少額短期の
保険のみの引受けを行う事業者につい
て、登録制等の新たな規制の枠組み
（「少額短期保険業者」）を創設する
こと等により、保険契約者等の保護の
一層の充実が図られるものと考えてい
る。
・保険のセーフティネットについて、
補償内容や財源措置を見直すことによ
り、保険契約者等の保護の一層の充実
が図られるものと考えている。
・銀行等による保険販売規制の見直し
により、販売チャネルの多様化や保険
商品の選択肢や商品に関する情報が増
加し、利用者利便が向上することや利
用者のニーズに適合する商品開発の促
進につながることなどが期待される。
・変額年金保険に係る責任準備金積立
ルールの整備を行ない、これにより、
保険契約者等の保護の一層の充実が図
られるものと考えている。

（今後の課題）
・「根拠法のない共済への対応」「保
険契約者保護制度の見直し」について
は、第162回通常国会において成立し
た法律の周知を図るとともに、関連す
る政令・府令を引き続き整備する必要
がある。
・「銀行等による保険販売規制の見直
し」については、今後、内閣府令の改
正内容について周知した上で円滑な施
行を図り、施行後は必要なモニタリン
グを実施しつつ、弊害の発生防止に努
め顧客利便の向上等を実現する必要が
ある。
・第三分野の保険商品の財務関連ルー
ル整備については、17年６月に取りま
とめられた報告書の内容を踏まえて、
内閣府令等の改正を速やかに行う必要
がある。
・平成18年度において、保険制度に係
る企画立案及び監督事務を着実かつ効
率的に遂行するため、機構定員要求を
行う必要がある。

（端的な結論）
　現時点では成果の発現は予定されて
いないが、政策の達成に向け業務は適
切に実施（制度の円滑な施行に向けた
取組み等）されており、引き続きこれ
までの取組みを行う必要がある。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ⅱー１－(2)－①
　各種金融サービスの
特性や利用者保護の仕
組みなどに係る情報の
提供

Ｐ
各種金融サービスの特
性や利用者保護の仕組
みなどについての理解
の状況

ＣＭ － － －

・金融知識の普及
・金融行政に関する
広報の充実

・証券投資に関する
世論調査（株価の動
きなどの株式投資に
ついて）（％）
「何らか知ってい
る」と回答
「ほとんど知らな
い」と回答

・金融に関する消費
者アンケート調査
（「ほとんど知識が
ないと思う」とする
回答の割合）（％）

金融・経済の仕組み

金融商品

預貯金

株式・債権等の証券
投資

保険、年金

預金保険制度や金融
商品販売法等の利用
者や消費者を保護す
る仕組み

金融庁ホームページ
（「金融サービス利用
者コーナー」について
は、平成17年 4月から
「おしえて金融庁」及
び「一般のみなさん
へ」と改修）へのアク
セスの状況（件数）

Ｐ － － －

金融庁ホームページへ
のアクセスの状況（件
数）（月間平均）
（件）

Ｐ － － －

・和文ホームページ

・英文ホームページ

新着メール配信サービ
ス登録件数（件）

Ｐ － － －

ご意見箱受付件数
（件）

Ｐ － － －

(2)国民が各
種金融サービ
スの特性や利
用者保護の仕
組みなどにつ
いて理解して
いること

 H15事務年度 7,598
　　　　　↓
 H16事務年度 10,477

4,118（H16事務年度中）

 H13　64.9→H15　62.3

 H13　49.7→H15　50.2

 H13　57.3→H15　57.3

 H13　23.1→H15　24.4

 H13　70.7→H15　70.6

 H12　49.0→H15　37.4

○平成16年度において
は、金融庁ホームペー
ジについて、利用者ア
ンケートやユーザーテ
ストの実施等利用者側
の視点での評価を行
い、利用者利便が最大
化するよう改訂を行
う。
○金融経済教育につい
ては、中学・高校生向
けの副教材の改訂・配
布、シンポジウムの開
催、アンケート調査を
行うとともに、文部科
学省、金融広報中央委
員会や金融関係団体等
との連携により、各種
の取組み等を行う。
○相談等に適切に対応
するとともに、寄せら
れた情報の金融行政へ
の有効活用を図ってい
くことも、非常に重要
と考え、そのために
「金融サービス利用者
相談室」の設置を図
る。

１万９千件超（H16事務年度末）

H15事務年度（180,178件（月間件
数15,014件））→H16事務年度
206,029件（月間平均17,169件）

（評価の概要）
・ホームページ上の「おしえて金融
庁」及び「一般のみなさまへ」の内容
の拡充によってより多くの国民が同
コーナーに関心を持つようになった。
・「証券投資に関する全国調査」及び
「金融に関する消費者アンケート調
査」の結果によると、国民の金融・証
券に関する知識には如実な変化は見ら
れておらず、引き続き、金融に関する
知識・理解の向上を図っていくことが
重要である。
・ホームページを積極的に活用するこ
とにより、効率的・効果的な広報展開
が図られた。

（今後の課題）
・様々な機会・媒体を最大限有効に活
用して、内外に対し正確な情報発信を
行い、金融行政について適切な理解が
得られるよう努める必要がある。
・文部科学省・教育関係者や金融関係
団体等との連携を図って、金融知識の
普及、情報提供の一層の推進・充実の
ための諸施策を横断的に進めていくこ
とが重要。
・情報の収集や対応方法について関係
部局と適宜連携を行い、相談等に適時
適切な対応を行うための体制の強化を
図る必要がある。
・平成18年度において、①金融知識の
普及・推進に係る体制整備のための機
構定員要求、②金融経済教育を推進し
ていくためのシンポジウムの開催等に
係る予算要求、③金融サービスに関す
る利用者からの質問・相談等への対応
を強化するための定員要求をそれぞれ
行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う（金融庁ホー
ムページの積極的なＰＲ、掲載情報の
充実及び利用者利便の向上を図るとと
もに、様々な機会・媒体を活用し、内
外に対し正確な情報発信を行うことに
より、金融行政に関する適切な理解の
一層の促進に努める。また、国民への
金融知識普及活動については、着実、
かつ、継続して取り組んでいくことが
重要であり、特に、学校段階からの金
融分野の教育の推進等をより一層充実
する。）必要がある。

 H12　23.0→H15　29.9

 H15事務年度 253,800
　　　　　↓
 H16事務年度 339,590

 H13　29.1→H15　30.6



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

金融庁ホームページの
充実状況（ホームペー
ジにおけるコーナーの
新設や掲載情報の整理
等の改修実績等）

Ｐ － － －

金融知識の普及活動 Ｐ － － －

(4)企業内容
の情報開示が
十分行われて
いること

Ⅱー１－(4)－①
　証券取引法に基づく
ディスクロージャーの
充実

Ｐ

関係法令・府令等の整
備状況

Ｐ － － －

・証券市場の活性化
に向けた信頼される
市場確立のための
ディスクロージャー
の継続的整備

ＥＤＩＮＥＴの整備及
び利用の状況

Ｐ － － －

○16年 8月、「初等中等教育段階
における金融経済教育に関するア
ンケート」結果をホームページに
掲載した。
○16年11月、中学・高校生向けの
金融分野に関する副教材「イン
ターネットで学ぼう　わたしたち
の生活と金融の働き」を改訂し、
金融庁ホームページに掲載した。
○16年12月､高校卒業生向けパン
フレット「2005年版　はじめての
金融ガイド　金融取引等の基礎的
知識」を作成しホームページに掲
載した。

○ディスクロージャー
制度の不断の整備を図
る。
○EDINET(電子開示シス
テム)を利用したディス
クロージャーの電子化
を推進する。

○外部コンサルタントを活用して
改善の将来計画を策定し、第１段
階として４月にトップページの改
訂を行った。
○「金融サービス利用者コー
ナー」が国民からより利用される
よう、トップページの改訂に合わ
せて、その名称を「おしえて金融
庁」及び「一般のみなさんへ」と
再編し、内容の拡充を図った。
○「アクセスＦＳＡ」について、
「ペイオフ解禁拡大」や「金融改
革プログラム」について集中連載
を行うなど、特集や連載記事を充
実させた。
○政府広報で使用するテレビ等の
各種媒体において、金融庁ホーム
ページのアドレスを掲載するなど
積極的なＰＲに努めた。

○開示書類のEDINETでの提出が原
則義務化されたことに伴う通信量
増大によるアクセスの困難に対応
するため、通信回線を大幅に増速
させた。
○引き続き、セキュリティーの強
化等システム基盤の整備を行っ
た。
○平成16年の証券取引法令の改正
に伴い、プログラム変更を行っ
た。
○EDINETを中心とする有価証券報
告書等に関する業務については、
「業務・システム見直し方針」を
平成17年６月に完成させた。
○EDINETの高度化に向けた取組を
進めていくことを目的として
「EDINETの高度化に向けた協議
会」を発足させ、作業を行ってい
る。

（評価の概要）
・有価証券報告書等の作成のルールで
ある｢記載上の注意｣の明確化を図り、
また、開示上の留意点について全開示
企業に対して文書を送付し周知を図る
とともに、セミナー等を全国で開催し
た。これらにより、開示書類の正確性
が向上することが期待される。
・17年６月に成立した証券取引法は、
公開買付制度の形骸化を防ぐ観点か
ら、迅速な対応を行ったほか、親会社
情報の開示の義務付けにより投資判断
として重要な親会社情報の開示が充実
するものと考えている。
・EDINET による開示書類等の提出者
数(内国会社)は平成17 年６月末には
4,800社を超え、提出会社数の増加及
び開示書類等蓄積データの増加に伴
い、インターネットを通じた情報公開
サーバーへの月別アクセス件数も、平
成16事務年度は約152,000件と増加傾
向にあり、これらの数字は、ディスク
ロージャーの電子化の推進による効果
を表しているものと考えている。

　公開買付制度の適用範囲の見直
し、親会社情報の開示の義務づ
け、英文開示制度の導入を盛り込
んだ証券取引法改正法案を平成17
年３月に国会に提出した。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

H15.6
末

H16.6
末

H17.6
末

約
2,600

約
4,400

4,800
超

H14事
務年
度

H15事
務年
度

H16事
務年
度

約
55,00

0

約
97,00
0

約
152,0
00

・ＥＤＩＮＥＴサイ
トへのアクセス件数
（月別年平均）
（件）

Ｐ －

Ｐ

－－

・ＥＤＩＮＥＴによ
る関係書類の提出会
社数（内国社数）
（社）

（今後の課題）
・公開買付制度や大量保有報告制度の
あり方、投資商品の性格に応じたディ
スクロージャーのあり方や適格機関投
資家の範囲の見直し、四半期報告制度
のあり方などについて更に詳細な検討
を行う必要がある。
・内部統制の有効性に関する経営者に
よる評価の基準及び公認会計士等によ
る検証の監査のあり方についても、引
き続き検討を行う必要がある。
・平成18年度において、開示制度の信
頼性確保に向けた体制強化を図るた
め、機構定員要求を行う必要がある。
・業務・システムの最適化計画を17
年度中の出来るだけ早い時期に策定
し、これに従いXBRLの導入及びそれに
伴うシステムの再構築等を進めていく
必要がある。
・システムの増強、セキュリティーの
強化等、基盤整備を行うことが必要で
ある。
・平成18年度において、有価証券報告
書等電子開示システム開発業務庁費の
予算要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実･改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

－－ －



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ⅱー１－(4)－③
　公認会計士監査の充
実・強化

Ｐ
金融庁による公認会計
士等対する処分状況
（処分件数）

Ｐ － － －

公認会計士・監査審査
会の開催状況（開催実
績）

Ｐ － － －

公認会計士・監査審査
会による品質管理レ
ビューのモニタリング
実施状況

Ｐ － － －

・審査件数
・立入検査件数

公認会計士・監査審査
会による公認会計士試
験の実施状況

Ｐ － － －

新制度による公認会計
士試験の実施等に向け
た準備状況

Ｐ － － －

　『品質管理レビューの一層の機
能向上に向けて－日本公認会計士
協会による品質管理レビューの実
態把握及び提言－』として報告書
を17年２月に公表

　16年12月に監査法人１法人、公
認会計士１名、17年１月に監査法
人１法人を、公認会計士法に基づ
き処分

○平成16年７月より新試験実施検
討小委員会を発足させ、17年５月
までに８回開催し、新制度による
公認会計士試験の実施に向けた検
討を行った。
○17年２月８日及び６月28日に、
公認会計士・監査審査会におい
て、試験日程、試験時間、問題
数、配点、解答方式の他、出題範
囲の要旨及び論文式試験サンプル
問題（租税法、統計学）の決定を
行った。
○このうち２月８日決定に係るも
のについては同月10日に、６月28
日決定に係るものについては７月
27日に公表した。

　平成16年７月から17年６月まで
に、公認会計士・監査審査会を24
回開催

3件

（評価の概要）
・「公認会計士・監査法人に対する懲
戒処分等の考え方」を公表し、処分の
基準をできるだけ具体化・明確化した
ことは、公認会計士監査の充実・強化
に寄与する。
・『日本公認会計士協会が行う品質管
理レビュー』の実態把握及び提言の取
りまとめ並びに継続的なモニタリング
の実施は、協会の品質管理レビューの
一層の機能向上に資することにより、
我が国の監査の質の確保と実効性の向
上に寄与する。
・公認会計士試験を厳正に実施すると
ともに、新制度による公認会計士試験
の実施等に向けた準備を進めることに
より、財務諸表の適正性を担保する監
査業務の担い手である公認会計士の輩
出及び新公認会計士試験の実施に係る
事務効率化に寄与する。

（今後の課題）
・日本公認会計士協会による品質管理
レビューについて、一層の機能向上を
慫慂し、それを踏まえた深度あるモニ
タリングを実施する必要がある。
・監査法人の内部統制や品質管理の向
上及び監査基準をめぐる国際的な動向
等を踏まえた監査基準の改訂につい
て、今後、所要のとりまとめ作業を行
う必要がある。
・公認会計士試験システムの適正かつ
受験者の利便に資する運用を確保する
必要があるため、18年度において、予
算・機構定員要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

・金融庁による公認
会計士等に対する監
督
・公認会計士・監査
審査会による日本公
認会計士協会が実施
する品質管理レ
ビューのモニタリン
グ
・公認会計士・監査
審査会による公認会
計士試験の厳正かつ
効率的な実施
・新制度による公認
会計士試験の実施等
に向けた準備

96件

○公認会計士等に対す
る処分等についての体
制整備やルールの明確
化を図りつつ適切な処
分等を行う。
○品質管理レビューの
モニタリングの実施を
行う。
○公認会計士試験の実
施及び新制度の実施に
向けた準備を行ってい
く。

　平成16事務年度において16年第
２次試験論文式試験、同第３次試
験（筆記試験、口述試験）、17年
第１次試験及び同第２次試験短答
式試験について厳正な実施を行っ
た。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

(1)金融機関
等の法令遵守
態勢が確立さ
れていること

Ⅱー２－(1)－①
　利用者保護の観点か
らの厳正で実効性のあ
る検査の実施

○利用者保護の確保、
利用者利便の向上を促
す観点から、重点検証
事項などを盛り込んだ
検査に係る基本方針に
て実施方針を策定し、
基本計画に従い実施す
る。
○検査中の被検査金融
機関名をホームページ
で公表し、当該金融機
関に関する情報を広く
一般から受け付け、当
該情報を参考にした検
査を実施する。

Ｐ

利用者保護に係る検査
実施状況及び検査指摘
状況

Ｐ － － －

情報の受付状況（受付
件数）及び検査での情
報活用状況

Ｐ － － －

・検査に係る基本方
針にて実施方針を策
定し、基本計画に従
い実施
・法令遵守に係る情
報収集態勢を強化す
るなど、利用者保護
の視点に立ったより
深度ある検査の実施

２　金融機関等が金融サービスを公正に提供していること

（評価の概要）
・問題点については、検査において的
確に指摘を行うことにより、さらに、
その後の監督局で実施した検査後の
フォローアップとリンクして、金融機
関に自主的な改善を促す効果があっ
た。
・金融機関の業界団体との意見交換会
等において、検証の結果判明した問題
事例を当局より伝えることにより、利
用者保護の確保、利用者利便の向上に
向けた取組みの重要性についての認識
が広まった。
・検査情報受付窓口に寄せられた情報
については、検査班に迅速に連絡する
ことにより、検査における検証の実効
性の向上に寄与している。

（今後の課題）
・個人情報保護法の施行後においても
なお、金融機関で個人情報の紛失、漏
洩が頻発するなど、利用者保護への厳
正な対応が求められる。
・検証をより深度あるものとするた
め、16年９月から検査情報受付窓口を
設置し、広く一般から情報を受け付け
ているが、今後もこれらの情報を参考
に効果的な検査を行っていく必要があ
る。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
おり、今後もこれまでの取組みを進め
ていく必要がある（平成17検査事務年
度において、重点事項として掲げられ
ていることも踏まえ、適切に対応して
いく必要がある。）。

○775件（16.9～17.6）
○寄せられた情報については、検
査班に迅速に連絡

○平成16検査事務年度検査基本方
針において、「金融機関の利用者
保護の確保、利用者利便の向上に
向けた対応」を検査重点事項とし
て掲げ、検査実施計画に基づき、
３つの検証項目を各金融機関に対
する検査において重点的に検証。
○利用者保護を重点事項として検
証した結果、行政処分に至った金
融機関における事例のほか、次の
ような事例が検査において把握さ
れた。
・顧客情報管理態勢
　顧客情報等の管理について、規
程が定められていないことに加
え、営業店において、重要書類の
紛失や顧客の信用情報等を含む書
類の誤送信などが発生しているに
もかかわらす、所管部署におい
て、発生原因の分析や再発防止策
等に係る検討を十分に行っていな
いことから、経営陣に対する事故
報告が個別案件の概要及び発生件
数を報告するのみで、分析等を欠
いたものとなっている事例
・説明責任の履行状況
　リスク性商品の販売に当たって
は、トラブル未然防止等を目的と
して、取引の都度、顧客から確認
書を事前徴求するようマニュアル
等で定めている。しかしながら、
担当者の失念によりこれを行わず
販売し、また担当部において徴求
漏れが判明した後も行内手続で定
められた事務過誤報告を行わず、
顧客に遡及日付による確認書の作
成を依頼し、徴求している事例
・苦情等処理態勢
　苦情の定義が限定的（例えば、
担当者で処理できなかった案件に
限定するなど）であり、本来苦情
とすべき内容の申出を苦情として
いない事例が多数認められるほ
か、契約者等から代理店等へ寄せ
られた苦情を一元的に管理する仕
組が整備されていない事例



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ｃ 登録状況（新規登録件
数）（件）

ＣＭ － － －

苦情・相談受付状況
（件数）

ＣＭ
(Ｐ)

－ － －

ヤミ金融等被害防止対
策会議等の開催状況
（回）

Ｐ － － －

Ｐ 犯則事件の告発状況
（犯則事件の告発件数
等）

Ｐ ー － －

インサイダー取引 6 10
相場操縦 2 2
風説の流布・偽計 1 2
虚偽の有価証券報告
書等提出

2 4

　計 11 18
検査の実施状況（検査
実施件数、勧告件数
等）

・平成16事務年度の
検査実施件数（社）

Ｐ
16事務
年度

16事務
年度

国内証券会社 94 96

外国証券会社 16 17

登録金融機関 25 27

・勧告件数等 Ｐ － － －

取引審査の実施状況
（取引審査実施件数
等）

Ｐ － － －

・価格形成 153

・インサイダー取引 506

・その他 15

　貸金業者に対する適
切な指導・監督の実施
を通じて、資金需要者
を保護し悪質な金融業
者を排除する。

○証券市場における取
引の公正を害する犯則
事件の調査、証券会社
等に関する検査及び日
常的な市場監視を行
う。
○課徴金制度の導入な
ど監視委員会の機能強
化に対応するための体
制の整備を行う。

（考え方）
　－
（根拠）
　－

・登録審査の的確な
実施
・関係機関・団体と
の緊密な連携

３　市場が公正であること

Ⅱー２－(1)－③
　貸金業者に対する的
確な監督

（評価の概要）
・資金需要者の保護、悪質な業者の排
除について成果が上がりつつある状況
がうかがわれる。
・事務ガイドラインの改正等の取組み
は利用者保護ルールの整備・徹底や業
者のガバナンスの向上に資するものと
考えている。

（今後の課題）
・登録審査の適正な実施、ヤミ金融問
題に対する関係機関・団体との緊密な
連携、悪質な貸金業者に対する厳正な
行政処分等、引き続き的確な監督を
行っていく必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

（評価の概要）
・平成16年度における監視委員会の活
動は、当初予定していた事務を着実に
実施し、もって、証券市場等における
投資者の保護及び取引の公正性の確保
に寄与しているものと考えている。

（今後の課題）
・新たな調査・検査権限を的確に行使
することにより、証券市場に対する信
頼の向上及び投資者の保護を図ること
が求められている。
・平成18年度において、課徴金制度の
円滑な運用のための体制整備及び証券
会社等に対する検査体制等の充実・強
化を図るため、予算・機構定員要求を
行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等（急速に変貌する証
券市場の様々な動きに迅速かつ的確に
対応し、証券市場に対する投資者の信
頼を確保するため、市場監視の徹底及
び体制の充実・強化を図り、新たな調
査・検査権限を円滑に運用していくた
めの体制の整備の実施等）を行う必要
がある。

告発件数

○検査基本計画に従い、以下の取
組みを実施。
・投資勧誘状況の検査（勧告：２
件）
・公正な価格形成を阻害する行為
の検証（勧告：２件）
・誤解を生ぜしめるべき表示をす
る行為等の検証（勧告：３件）
・登録金融機関に対する弊害防止
措置等の遵守状況の検証（勧告：
１件）
・過去の検査における問題点の改
善状況（勧告の実施）

15年度 4,023→16年度 1,925

15年度 77,433→16年度 56,318

15年度 154→16年度 128

告発人数

・証券犯罪の徹底摘
発について、犯則事
件の厳正な調査を実
施
・悪質な市場仲介者
の徹底摘発につい
て、検査に係る基本
方針・計画を策定し
検査を実施
・証券市場における
公正な価格形成等の
確保について、不審
な取引に対する迅速
な審査を実施
・課徴金制度を円滑
に運用していくため
の体制の整備

(1)証券市場
において取引
の公正が確保
されているこ
と

Ⅱー３－(1)－①
　証券市場の公正性を
損ねる証券犯罪及び悪
質な市場仲介者の徹底
摘発、並びに証券市場
における公正な価格形
成等の確保



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

体制整備の状況 Ｐ ー ー ー

　証券市場の公正性・
透明性を確保し、投資
家の信頼が得られる市
場を確立する。

Ｃ

政令・府令の整備状況 Ｐ － － －

（評価の概要）
・「証券取引法等の一部を改正する法
律」に基づく市場監視機能・体制の強
化により、以下のような成果が期待さ
れる。
① 違反行為の抑止・法規制の実効性
の強化
② 証券会社等の検査の実効性・効率
性の更なる向上

（今後の課題）
・証券取引等監視委員会において証券
会社等に対して一元的な検査権限の行
使により実効的・効率的な検査に取り
組む必要がある。
・証券取引等監視委員会及び総務企画
局総務課審判手続室において一層の体
制整備を図る必要がある。
・平成18年度において、課徴金制度の
円滑な運用のための体制整備及び証券
会社等に対する検査体制等の充実・強
化を図るため、予算・機構定員要求を
行う必要がある。

（端的な結論）
　現時点では、成果の発現は予定され
ていないが（課徴金制度は17 年４月
施行のため）、政策の達成に向けた制
度構築等（政令・内閣府令の整備、課
徴金制度の運営及び証券取引等監視委
員会の検査範囲の拡大のための体制整
備、違反の調査等）が行われており、
引き続きこれまでの取組み（課徴金の
対象となる違反の調査、証券取引等監
視委員会による証券会社等に対するよ
り実効的・効率的な検査）を進めてい
く必要がある。

○課徴金制度の円滑な実施に向け
た政令、内閣府令の整備（「証券
取引法施行令」等の関係政令、内
閣府令を改正・制定（平成17年２
月及び３月公布、同年４月施
行。））
○証券取引等監視委員会の検査権
限の拡大のための政令、内閣府令
の整備（「証券取引法施行令」等
の関係政令、内閣府令を改正（17
年６月公布、同年７月施行。））

・課徴金制度の導入
等による市場監視機
能の強化

Ⅱー３－(1)－②
　証券市場に対する監
視機能の強化

　課徴金の調査体制や有価証券報
告書等の検査体制を整備するほ
か、外国為替証拠金取引規制に対
応するための検査体制や証券会社
等の検査の一元化に伴う検査体制
を整備するため、新たに平成17年
度機構・定員要求を行い、所要の
増員（44名）及び検査局からの振
替（35名）が措置された。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

　個人投資に関する指
標が「貯蓄から投資
へ」の流れが進むこと
が見て取れるようにす
る。

Ｃ

金融審議会等での検討
状況

Ｐ － － －

証券市場への個人投資
家の参加状況

・個人金融資産に占
める株式・投資信託
の割合

ＣＭ － － －

H12年
度末

H13年
度末

H14年
度末

H15年
度末

H16年
度末

3,215 3,352 3,377 3,401 3,539

・インターネット取
引のウェイト

ＣＭ － － －

売買代金（イン
ターネット専業６
社ベース）

口座数（インター
ネット専業６社
ベース）

個人の株式保有額 ＣＭ － － －

個人の株式売買高（委
託売買高、三市場合
計）

ＣＭ － － －

・売買額

・占める割合

投資信託（公募株式投
資信託、ＥＴＦ、ＲＥ
ＩＴ）の拡大

ＣＭ － － －

・公募株式投資信託

・ＥＴＦ

・ＲＥＩＴ

16.5
月末

16.7
月末

16.9
月末

16.11
月末

17.3
月末

364 385 417 481 558

Ⅲ　円滑な金融等

１　我が国金融が金融環境の変化に適切に対応できていること

　投資サービスにおける投資家保
護のあり方について検討を本格化
させ、投資サービス法（仮称）の
基本的な考え方について「中間整
理」としてとりまとめた（17年7
月7日）。

○取引高
　9,698億円（前年度比58.4％
増）

(1)多様な資
金需要・投資
ニーズに対応
できる証券市
場となってい
ること及び証
券市場への資
金の流れが拡
大すること

・個人株主数（延べ
人数）（万人）

－

ー

○株式・出資金の構成比は8.6％
（前年度比0.2ポイント増）
○投資信託の構成比は2.7％（同
0.3ポイント増）

92兆8,663億円（16年度、対前年
比69.2％増）

178万4,115口座（16年３月末対前
年比56％増）

78兆1,973億円（16年度末現在、
前年度末比２兆5,981億円、3.4％
増）

○純資産残高
　28兆9,018億円（17年３月末、
前年同月比24.2％増）
○販売態別構成比
　証券会社50.7％、銀行等
48.3％、直販1.0％（16年３月末
58.3％、40.3％、1.4％）

○純資産総額
　２兆8,227億円（17年３月末、
当初比 約16.3倍）
○取引高
　２兆2,107億円（16年度、前年
度比6.6％増）

16年度：約145兆円（対前年度比
で39兆円増加）

－

Ⅲー１－(1)－①
　個人投資家の参加拡
大

証券会社16社における
特定口座数の推移（万
口座）

・販売チャネルの拡
充や投資サービスの
多様化の促進
・改正証取法に係る
政令・府令の整備及
び適切な運用
・民間による個人株
主の育成・拡大に向
けた取組みに対する
支援
・改正証券税制の積
極的広報及び税制改
正要望

ＣＭ ー

（評価の概要）
・16事務年度においては、個人投資家
が投資しやすい環境を整備することに
必要と考えられる措置を適切に講じ
た。
・個人投資に関する指標については全
般的に向上する傾向がみられ、これら
の措置が一定の役割を果たした。

（今後の課題）
・「投資サービス法（仮称）」の制定
に向けた作業の実施、民間による個人
株主の育成・拡大に向けた取組みに対
する支援、改正証券税制の広報及び税
制改正要望を行う。
・証券市場の構造改革に対する取組み
の充実・改善、税制面での対応、新た
な施策の検討等を行っていく必要があ
る。
・平成18年度において投資サービスに
係るルール策定等の体制強化のための
機構定員要求等を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等（「貯蓄から投資
へ」の流れが加速され、証券市場が幅
広い投資家の参加する厚みのあるもの
となるような、証券市場の構造改革に
対する取組み等）を行う必要がある。

ＣＭ

16年度で33.0％（対年度比で3.8
ポイント増）

－

ー



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

証券の販売チャネルの
拡充

ＣＭ － － －

政令・府令の整備及び
円滑な制度導入の状況

Ｐ ー ー －

個人株主育成・拡大に
向けたイベント等の開
催状況

Ｐ ー ー －

税制改正要望並びに措
置状況

Ｐ ー ー －

　投資サービスにおける投資家保
護のあり方について検討を本格化
させ、投資サービス法（仮称）の
基本的な考え方について「中間整
理」としてとりまとめた（17年7
月7日）。

○日本証券業協会が全国25会場で
開催した「証券投資の日」イベン
ト（16年10月）や投資信託の周
知・普及を目的に投資信託協会が
開催した「投資信託フォーラム
2005」（17年２月）のほか、平成
16事務年度においては、金融庁後
援名義を各種18民間団体等へ積極
的に付与し、支援
○金融に関するパンフレット・副
教材を作成し、ホームページに掲
載するなど、金融知識の普及に努
めた。

　引き続き17年度改正において
も、個人投資家の利便性向上の観
点からタンス株の特定口座への受
入期限の延長等が措置されること
となった。

○16年４月から施行された証券仲
介業については、これまで299件
（17年５月末日現在）の登録が行
われている。
○16年12月から施行された銀行等
による証券仲介業務の解禁によ
り、これまでに79金融機関（17年
６月１日現在）が証券仲介業務を
開始している。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ｐ

意見交換会等での要請
の状況

Ｐ ー ー ー

H14事
務年
度

H15事
務年
度

H16事
務年
度

885 602 292

H16.6 H16.9 H16.12 H17.3 H17.6

+2 +3 +5 +7 +8

検査実施状況（マニュ
アル別冊の運用状況に
関する検査モニター結
果等）

Ｐ － － －

中小企業に対する貸出
態度の状況（（中小企
業に対する）貸出態度
判断Ｄ．Ｉ．）

（評価の概要）
・健全な中小企業への資金供給の円滑
化の要請等のの取組みは、中小企業金
融の円滑化についての当局の姿勢に対
する各業界の一層の理解に寄与した。
・金融機関の「（中小企業に対する）
貸出態度判断D.I.」（日銀短観 16年6
月調査）は＋8と、15年第1四半期から
10四半期連続して改善しており、中小
企業金融の円滑化に一定の効果があっ
た。
・金融検査マニュアル別冊を活用する
検査については、検査モニターにおい
て全ての被検査金融機関から、別冊の
運用状況を確認したことにより、中小
企業の経営実態に即した検査の推進に
寄与した。
・中小企業の実態の的確な把握を促
し、再生支援に向けた取組態勢の向上
を促した。
・金融検査マニュアル別冊を踏まえた
検査をより浸透させた。
・金融機関の担保・保証に過度に依存
しない融資は増加しており、上記の取
組みはそのような融資の促進につい
て、一定の成果があった。
・16事務年度に行った各施策について
は、中小企業金融の円滑化に一定の役
割を果たした。

（今後の課題）
・中小企業等に対する市場型間接金融
等の促進に資する投資環境の整備につ
いて検討するとともに、引き続き金融
検査マニュアル別冊〔中小企業融資
編〕の周知徹底を図り、同別冊に基づ
く中小企業の経営実態に即した的確な
検査に努めるなど、適時適切に対応し
ていく必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、（中小企業金融の円滑化
に向けた）取組みの充実・改善や新た
な施策の検討等を行う必要がある。

Ｐ －

Ⅲー１－(3)－①
　中小企業金融の円滑
化

貸し渋り・貸し剥がし
ホットラインの受付状
況（受付件数）（件）

○業界団体等との意見交換会（年
末、年度末）において、金融担当
大臣から、民間金融機関及び政府
系金融機関の代表者に対し、健全
な中小企業への資金供給の円滑化
の要請を実施。
○金融庁と業界団体との意見交換
会（原則毎月開催）等、機会ある
毎に金融機関に対し、健全な中小
企業への資金供給の円滑化の要請
を実施。

ＣＭ

・ 意見交換会等で
の要請
・貸し渋り・貸し剥
がしホットラインの
活用
・中小企業の実態に
即した的確な検査の
実施等
・担保・保証に過度
に依存しない融資の
促進

－ －

(3)企業金融
が円滑に行わ
れること

－

○金融検査マニュアル別冊を金融
機関及び検査官へ周知
○地域金融機関について、金融検
査マニュアル別冊を踏まえ、中小
企業再生の支援に向けた取組状況
を検証し、問題点を指摘
・企業再生支援の取組みについ
て、経営改善計画が、債務者と十
分な意見交換を行わないまま銀行
の営業店主導で作成され、人員不
足から本部の専担部署の関与が適
切になされなかったため、実現可
能性が低いものとなっている事例
○金融検査マニュアル別冊を活用
する検査については、検査モニ
ターにおいて全ての被検査金融機
関側から、別冊の運用状況の適切
性を確認

－

－

　地域や中小企業に必
要な資金を行き渡らせ
るべく、中小企業金融
の円滑化に向けた様々
な施策に取り組む。



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ｐ

各業界及び法執行当局
との意見交換会等の開
催状況

Ｐ － － －

外国ＦＩＵとの協議及
び国際会議等への参画
状況（情報交換取極件
数）

Ｐ － － －

処理状況（年間届出件
数及び提供件数）

Ｐ － － － H12 H13 H14 H15 H16

・年間届出件数 7,242 12,372 18,768 43,768 95,315

・提供件数 － － － － 64,675

　疑わしい取引の届出
について適切に情報提
供するとともに、その
実効性を確保するため
に、金融機関等及び法
執行当局との意見交換
を行なうとともに、外
国機関との連携等を行
なうことにより、マ
ネー・ローンダリング
対策等の強化に努め
る。

・研修会及び意見交
換会等の実施
・外国ＦＩＵ及び国
際機関との連携強化
・マネー・ローンダ
リング対策及びテロ
資金対策に係るコン
ピュータ・システム
の機能強化

３　金融機関等が犯罪に利用されないこと

○平成16年10月から12月にかけ
て、国内各地において、「疑わし
い取引の届出」に関する研修会を
実施した。
○関係法執行当局とは随時情報交
換を行っているほか、特に、17年
５月には関係当局が一同に会して
の意見交換会を開催した。

○16年７月にシンガポールＦＩ
Ｕ、12月に米国ＦＩＵとの間で情
報交換取極を締結した。
○ＦＡＴＦのアジア・太平洋地域
ＮＣＣＴ（マネー・ローンダリン
グ非協力国・地域）レビューグ
ループ議長として、17年２月に
２ヶ国・１地域（インドネシア共
和国、フィリピン共和国、クック
諸島）をマネー・ローンダリング
対策に非協力な国・地域のリスト
から解除することに主導的役割を
果たすなど、諸外国との協調関係
等の構築に努めた。
○17年５月にモンゴルの中央銀行
の要請を受け、預金保険機構と共
にワークショップを開催。

（評価の概要）
・金融機関等を対象とする「疑わしい
取引の届出の研修会」を対象となる金
融機関等の範囲を拡大して、各地で実
施し、金融機関等の意識向上に努めた
こともあり、金融機関等からの疑わし
い取引の届出件数も増加した状況を踏
まえると、マネー・ローンダリング対
策及びテロ資金対策の強化に貢献して
いるものと考える。

（今後の課題）
・疑わしい取引の届出制度について、
金融機関等のより深い理解・協力が得
られるように、今後も対象となる金融
機関等の範囲を拡大して、意見交換会
及び研修会等を積極的に実施していく
必要がある。
・大量の届出に関する情報管理の強化
と業務の効率化・高度化のため、金融
機関等に対して、更に金融庁電子申
請・届出システムの活用を推奨してい
く必要がある。
・特定金融情報データベースシステム
の維持、運営等及び急増している届出
件数に対応するとともに、ＦＡＴＦ改
訂勧告による新規業態への対応等及び
国際業務における協力体制の強化を図
るため、18年度において、予算・機構
定員要求を行う必要ある。

（端的な結論）
　政策の達成に向け成果が上がってい
る（疑わしい取引の届出件数は年々増
加し、情報の質にも向上が見られる）
が、環境の変化や取組みの有効性等を
踏まえ、取組みの充実・改善や新たな
施策の検討等を行う（金融機関等によ
り深い協力・理解を得られるように意
見交換会・研修会等を実施し、また、
国際的な協力体制の推進を図るため、
国際会議に積極的に参加する）必要が
ある。

Ⅲー３－(1)－①
　マネー・ローンダリ
ング対策及びテロ資金
対策の強化

(1)金融機関
等がマネー・
ローンダリン
グなどの金融
犯罪に利用さ
れないこと



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

　職員に対し業務に必要
な専門知識等を習得させ
るため、職員に求められ
る能力、業務内容及び職
務経験に応じた研修計画
を策定し、それらを円滑に
実施する。

Ｐ

研修実施状況 Ｐ － － －

・金融環境に応じた
研修の実施
・通信研修の拡充

・研修後のアンケー
ト調査結果「全体的
によかった」「効果
がある」と回答する
割合

ＣＭ 概ね９割 ー ー

（考え方）
　－
（根拠）
　－

通信研修の実施状況 Ｐ － － －

・修了状況 ＣＭ
前事務年度

より増
15事務年

度
16事務年

度

（考え方）
　－
（根拠）
　－

受講者数 Ｐ
前事務年度

より増
15事務年

度
16事務年

度

（考え方）
　－
（根拠）
　－

１　人的資源

１－(1)－①
　専門的研修の実施 ○職員に対する研修機会の拡充を

図ることを目的に導入した通信研
修については、既存の１コースに
新設の２コースを加えた計３コー
スを実施
○平成16年７月以降、新たに公認
会計士監査検査事務研修などを新
設
○検査手法の充実や検査能力の向
上を図る観点から、金融検査基礎
研修等の金融検査階層別研修につ
いて、研修受講後の検査実務で経
験した事項のフォローアップを行
うため実施時期を２分割とし、従
来の7月期に加え12月期について
も実施するなどの拡充を図った。

【業務支援基盤整備に係る政策】

(1)専門性の高い人材育成

　概ね９割の研修生が受講後の感
想として「全般的にみて良かっ
た」、「各科目別に見ても概ね理
解できた」としており、同様に
「今後の業務を遂行するうえで効
果がある」と回答

（評価の概要）
・研修後のアンケート結果や、通信研
修においても、業務が繁忙であるなか
概ね６割の研修生が修了したことなど
から、職員の専門知識の取得に役立っ
ているものと考ている。

（今後の課題）
・金融業務の高度化等に的確に対応し
得るように研修手法を検討し、効果的
かつ効率的な研修実施態勢の実現に向
けた取組みを進めていくことが重要で
ある。
・庁内各局からの意見聴取の結果等を
踏まえて適切に研修を実施していく必
要がある。
・更なる研修機会の拡充を図る必要が
ある。
・IT を活用したe－ラーニングを導入
する必要があある。
・平成18年度においては、効果的かつ
効率的な研修実施態勢の実現達成のた
め及び更なる研修機会の拡充等を図る
ための予算要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等（金融環境の変化に
的確に対応すべく、効果的かつ効率的
な研修の実施）を進めていく必要があ
る。

前事務年度の1,479名から1,962名
に増加

　16年度は既存の簿記１級コ－ス
に、公認会計士コース、証券アナ
リストコースを加えた３コースを
実施するとともに、既存コースの
受講者数の拡充を行った。

概ね６割の研修生が修了



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ｐ 民間との情報交流の状
況

・民間との情報交流
の促進

・会合等開催件数 Ｐ － － －

・参加者数 Ｐ － － －
○昼休み勉強会
　延べ参加者：494人

１－(1)－②
　民間との情報交流

（評価の概要）
・研究会では、大学や民間のシンクタ
ンク等よりメンバーやプレゼンターを
積極的に招いて、時宜を得たテーマ設
定の下で開催することができたことか
ら、民間との情報交流の面で有意義で
あった。
・バーゼル銀行監督委員会では、研究
官が高度な専門能力を活かし、当庁を
代表して参加しており、海外の民間研
究者とも有益な情報交換ができた。
・昼休み勉強会では、民間との積極的
な情報交流の観点から、様々な分野に
おける第一線の民間実務家・研究者等
を講師として招き、最新のビジネス動
向等について講演していただき、参加
職員との意見交換も活発に行なわれ
た。

（今後の課題）
・専門性の高い人材の育成の観点か
ら、職員の専門性・先見性の向上を
図っていくためには、民間との情報交
流は今まで以上に重要であり、各種会
合においてより積極的に民間の研究
者・有識識者を招聘し、情報交流を促
進する必要がある。
・民間との情報交流（発信）の面で重
要と考えられる論文やその翻訳のＨＰ
掲載は、今後、より一層充実化させる
必要がある。
・平成18年度において、金融研究会関
係経費の予算要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

　時宜を得たテーマ設定
を行い、研究会の開催、
昼休み勉強会の開催、海
外の研究者との交流等を
行う。

○「債権の電子化と金融ビジネス
の新たな方向に関する研究会」、
「諸外国金融制度ワークショッ
プ」、「企業会計と税制の将来像
に関する研究会」を立ち上げ、17
年６月末までに、合計で13回の研
究会を開催
○昼休み勉強会を平成16年７月以
降17年６月末までに計18回（開始
以来の通算では80回）開催
○研究会での海外からのプレゼン
ター招聘、研究官の国際会議
（バーゼル銀行監督委員会）への
参画、研究論文（７本）の全文ま
たは概要の英訳をホームページに
掲載



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

Ｐ

広報紙への掲載、関係
団体等を通じた周知状
況

Ｐ － － －

H13年
度

H14年
度

H15年
度

H16年
度

4 652 744
15

（廃止
４）

H13年
度

H14年
度

H15年
度

H16年
度

－ － 74 69,695

現状の業務・システム
体系の見直し方針の策
定状況（最適化計画は
17 年度末までのできる
限り早期に策定）

Ｐ

17 年度末
までのでき
る限り早期
に策定

－ 17年度末

（考え方及び根拠）
　「電子政府構築計
画」（2004年6月14日各
府省情報化統括責任者
（CIO）連絡会議決定）
に基づき設定。

試行結果に基づく評価
手順の適正化の状況

Ｐ － － －

(1)行政事務の効率化のための情報化

○「電子政府に関する広報、普及
活動の推進について」（平成16年
9月15日各府省情報統括責任者
(CIO)連絡会議決定）を受けて、
以下について実施。
・広報誌、関係団体との意見交換
会を通じた周知
・全国の10財務（支）局の協力の
もと信用金庫及び信用組合等金融
機関に対する証券外務員の登録申
請等の電子申請に係る説明会
・財務局登録貸金業者及び前払式
証票第三者型発行者に対する電子
申請に関するアンケート調査

○広報誌・関係団体等を
通じオンライン利用が可
能な手続きやその利用方
法を周知するなどにより、
利用者の利便性向上に
むけてオンライン利用の
普及に取り組む。
○金融庁の主要な業務・
システムについて、金融
機関等との円滑な事務処
理の観点を踏まえつつ、
中長期的な視野に立って
時代の変化を見据えた見
直しを行い、業務・システ
ム最適化計画の策定に
向けて、現状の業務・シス
テム体系の見直し方針の
策定に取り組む。
○費用対効果分析等に
基づく調達優先順位の検
討と仕様・見積り等の専
門的検証とを通じた情報
システムの調達の適正化
を試行する。

・電子申請・届出の
利用促進
・業務・システムの
最適化
・情報システムの調
達の適正化

－

２－(1)－①
　行政事務の電子化

－ －

電子申請・届出の利用
状況（件数）

（評価の概要）
・「金融庁申請・届出等手続の電子化
推進アクション・プラン」（平成12年
9月29日金融庁行政情報化推進委員会
決定）に掲げた申請・届出等の手続全
件についてオンラインによる手続を可
能とした。平成16年度以降において
は、当該アクション・プラン策定後に
法律改正等により追加された手続につ
いてオンライン化を進めている。
・大規模なシステム開発案件につい
て、コンサルタントを活用し調達管理
態勢を強化することに加え、プロジェ
クトマネジメント手法（開発工程管理
等）を適用することにより、開発工程
毎の管理・評価に基づくＩＴ関連契約
の適切な履行を確保した。

（今後の課題）
・平成18年度において、「金融庁電子
申請・届出システム」の運用・保守、
電子政府の総合窓口（e-GOV）への移
行及び新規に追加された手続き等の開
発を実施するため、予算要求を行う必
要がある。
・平成18年度に、業務・システムの最
適化の実施にむけてのシステム設計・
開発に係る仕様書・提案依頼書作成等
支援の調達を行うため、予算要求を行
う必要がある。
・① 調達仕様書等の充実、② 調達先
決定に係る技術的評価項目の整理、③
調達プロセス管理の適正化、④ 調達
結果の評価、⑤ ジョイント・ベン
チャー参加への対応に重点的に取り組
んで行く必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組の有効性等
を踏まえ、取組の充実・改善や新たな
施策の検討を行う必要がある。

Ｐ －

○専門的な能力を有する外部のコ
ンサルティング業者の支援のも
と、現行の業務・システムを分析
し、業務横断的な情報連携を視野
に入れた全体最適の観点に立っ
て、見直し方針の策定に取り組ん
だ。
○業務・システムの見直し方針を
策定（平成17年６月29日）

２　情報

個別行政手続のオンラ
イン化の状況（オンラ
イン化実施済手続数）

Ｐ

－

○システム費用対効果分析等に基
づく調達優先順位の検討を平成16
年度に試行的に実施し、この結果
を踏まえ、調達優先順位付けのた
めの評価手順を作成した。
○一定規模以上のシステム開発に
おけるＣＩＯ補佐官参画による仕
様・見積り等の検証を行う等によ
り、徹底した仕様等の見直し・合
理化によるコストの適正化を図っ
た。
○大規模なシステム開発案件につ
いて、コンサルタントを活用し調
達管理態勢を強化することに加
え、プロジェクトマネジメント手
法（開発工程管理等）を適用する
ことにより、開発工程毎の管理・
評価に基づくＩＴ関連契約の適切
な履行を確保した。

－



基準年次 達成年次

指標
分類

目標値
目標期間

政策手段評価の結果測定結果等
目標設定の考え方

及びその根拠
達成すべき目標政策 測定指標

目標
分類

　金融情勢の変化に的確
に対応し、立ち遅れること
なく適切な行政運営を確
保していくため、専門性の
高い調査研究を行うととも
に、庁内へのフィードバッ
クの充実を行う。

Ｐ

研究成果の公表状況
（公表論文等の本数）

Ｐ － － －

庁内へのフィードバッ
ク状況（研究会、ワー
クショップ、勉強会の
開催数）

Ｐ － － －

（注）金融庁から送付された「平成16年度実績評価書」に基づき当省が作成した。

２－(2)－①
　専門性の高い調査研究の実施

○金融コングロマリット活動と規
制：１論文
○電子金融取引への対応：１論文
○諸外国の金融制度等：１論文
○金融工学理論による分析・研
究：３論文
○日米の金融システムの比較研
究：１論文
○バーゼル銀行監督委員会リサー
チタスクフォースに参画し、研究
者としての知見を提供した。

(2)金融行政の専門性向上ための情報収集・分析

・金融環境に応じた
調査研究の実施
・庁内へのフィード
バックの充実

（評価の概要）
・研究成果の関係部局へのフィード
バックの面では、十分な成果があっ
た。
・ワークショップ・研究会や各種勉強
会では、職員の専門性・先見性向上の
機会が提供され、また関係部局との相
互交流も促進された。

（今後の課題）
・職員の専門性・先見性向上を図って
いくためには、研究成果の庁内への
フィードバック・関係部局との相互交
流は引き続き重要であり、より一層充
実していくことが必要である。
・いままで以上に研究の質を高め、研
究内容も金融環境に対応したものを実
施していくためには、民間との情報交
流をより充実させていくことが重要。
・平成18年度において、金融研究会関
係経費、研究論文執筆関係経費等の予
算要求を行う必要がある。

（端的な結論）
　政策の達成に向けて成果が上がって
いるが、環境の変化や取組みの有効性
等を踏まえ、取組みの充実・改善や新
たな施策の検討等を行う必要がある。

○「債権の電子化と金融ビジネス
の新たな方向に関する研究会」を
計５回開催
○「諸外国金融制度ワークショッ
プ」を計３回開催
○「企業会計と税制等の将来像に
関する研究会」を計5回開催
○昼休み勉強会：18回開催
○庁内各局からの随時の要請に応
じた調査・報告等も行い、専門的
知識・技術の提供を行った。



【別添２】 

政策評価審査表（事業評価（事前）関係） 
 

（説明） 

 本審査表は、公表された金融庁の「平成 17 年度事業評価書（平成 18 年度概算要求に係る新規・拡充事業）」に基づき総務省の責任において整理したもので 

ある。 

 各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

欄    名 記    載    事    項 

「整理番号」欄  評価書の目次にある記載番号に基づき記入した。 

「政策（名称、目的等）」欄  評価の対象とされた政策の名称、目的等を記入した。 

「手段」欄  政策の目的の実現のために具体的に講じる手段を記入した。 

「得ようとする効果」欄  政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。 

「効果の達成見込

みの根拠」欄 

 政策の実施により「得ようとする効果」が実際に得られる見込みについて、それがどの程度確実なものなのか、その根拠（確

からしさ）が評価の過程でどのように検証されたのかを整理して記入した。 

「有効性」欄 

「分類」欄 

 「得ようとする効果の達成見込みの根拠」の内容について、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類を記入した（複数

もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他の検証方法（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得ようとする効果が実

際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれるこ

とを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを実証的に

根拠付けている。 

「必要性及び効率性に関する特記

事項」欄 

 以下に該当するものについて記入した。 

「必要性」 当該政策の実施を明確に位置付けている法令、閣議決定等の政府方針に基づいていることが記述されているもの 

「効率性」 当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果との関係について分析が試みら

れているもの 

「検証を行う時期」欄  事後に検証を予定している場合に、その検証を実施する時期を記入した。 

「効果の把握の方法」欄  事後の検証を予定している場合に、政策の実施後に実際に得られた効果をどのように把握・測定するのかを記入した。 

 



効果の達成見込みの根拠 分類

1

有価証券報告書等の企業内容等の開示
書類の電子化

有価証券報告書等の業務の
業務・システム最適化につい
て以下に基づき実施
・ＸＢＲＬのＥＤＩＮＥＴへ
の導入
・開示書類等に係る審査支援
機能の充実
・類似の機能を持つサブシス
テムの統合
・現在の企画開発・運用契約
の見直し

【総費用】
　3,589,948千円（H18～19）

【平成18年度概算要求額】
　401,106千円

○投資家がより質の高い投資情
報をより迅速に入手できるよう
になる。
○システム運用コスト、開発コ
ストを含めたシステム全体にか
かるコストの削減

○システムの再構築に伴
い、ＥＤＩＮＥＴにＸＢＲ
Ｌが導入されることによ
り、提出会社の事務負担が
軽減されることに加え、投
資家にとって企業情報の迅
速な入手が可能になるとと
もにデータ加工等の利便性
が格段に向上する。
○ＥＤＩＮＥＴの再構築に
ついては、システムの開
発・運用費用として毎年約
７億円の削減が見込まれて
おり、システムのライフサ
イクル・コスト（新システ
ムの初期開発費用＋毎年の
システム開発・運用費用）
で比較した場合でも、既存
のシステムを継続運用する
よりコスト的に割安となる
見込みとなっている。

推論
推計

【必要性】
証券取引法（昭

和 23 年 法 律 第 25
号）

「電子政府構築
計画」（平成15年
７月17日各府省情
報 化 統 括 責 任者
（ＣＩＯ）連絡会
議決定。平成16年
６ 月 14 日 一 部改
定）

【効率性】
ＥＤＩＮＥＴの

再構築に伴い、シ
ステムの開発・運
用費用として毎年
約７億円の削減が
見込まれる。

－ －

2

　ＩＴキャラバン 金融機関のIT 担当者等の参
加を念頭に有識者等によるパ
ネルディスカッション等をシ
ンポジウム形式で実施

【平成18年度概算要求額】
　28,522千円

○金融機関がＩＴキャラバンで
提供される情報を活用する。
○利用者ニーズに即した金融商
品･サービスが誰にでも安く、
早く提供されるようになる。

○民間（個社ないし業界団
体）では収集困難な情報等
を、国が取り纏めて提供す
ることは、各金融機関にお
ける今後のIT 投資判断の参
考となる。
○インターネット等の新た
なチャネルを通じた便利な
アクセス、早くて効率的な
サービスの提供及び資金決
済、正確で信頼できる情報
の迅速な提供など、IT の活
用によって利用者の満足度
を向上させる余地は非常に
大きい。

推論 － 「利用者満
足度調査」
については
18年度末に
実施

○ＩＴキャラバン
の参加者（主とし
て金融機関関係
者）に対してのア
ンケートの実施
○金融商品・サー
ビス利用者に対し
「利用者満足度調
査」の実施

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）

効果の把握
の方法

整理
番号

政策
（名称、目的等）

検証を
行う時期

手段 得ようとする効果
有効性 必要性及び効率性

に関する特記事項

　証券取引法に基づく有価証券
報告書等の企業内容等の開示書
類について、その提出から公衆
縦覧等に至るまでの一連の手続
きを電子化することにより、提
出会社等の事務負担の軽減、投
資家等による企業情報等へのア
クセスの公平・迅速化を図り、
もって証券市場の効率性を高め
る。

　金融機関が自らの経営判断の
下、IT を戦略的に活用していく
上で有意な情報提供を行う。



効果の達成見込みの根拠 分類

効果の把握
の方法

整理
番号

政策
（名称、目的等）

検証を
行う時期

手段 得ようとする効果
有効性 必要性及び効率性

に関する特記事項

3

金融経済教育を考えるシンポジウムの
開催

金融経済教育を考えるシン
ポジウムの開催

【平成18年度概算要求額】
　10,255千円

金融経済教育について中立公
正の立場で考え、金融やその背
景にある経済に関する理解を広
く国民に深めていく。

金融経済教育の一層の推
進により、国民１人１人
に、金融やその背景となる
経済についての基礎知識
と、日々の生活の中でこう
した基礎知識に立脚しつつ
自立した個人として判断し
決定する能力、すなわち金
融経済リテラシーを身に付
けてもらうことが期待でき
る。

推論 － － シンポジウムの
参加者へのアン
ケートの実施

4

少額短期保険募集人管理業務システム
開発

少額短期保険募集人管理業
務システムの開発及び電子申
請・届出システムとの連携

【平成18年度概算要求額】
　23,093千円

○少額短期保険募集人の登録申
請者等の利便性の向上
○データベース化による検索時
間の短縮化等事務効率の改善を
図るために必要な情報処理の実
現
○電子データ管理による情報管
理スペースの省スペース化
○情報管理面での安全性の向上

個別業務システムの構築
と、本システムと「電子申
請・届出システム」との連
携により、申請等のオンラ
イン化、少額短期保険募集
人情報のデータベース化等
が可能となり、当庁の募集
人管理事務（登録申請・変
更届出の受付、審査、募集
人情報の検索等）の効率
化、申請者の利便性向上等
が図られる。

推論 　－ － －

5

電子申請・届出システムのe-GOVに整
備する窓口システムの利用

電子申請の受付・交付の業
務を統合するための窓口シス
テム向け機能等の開発

【平成18年度概算要求額】
　221,589千円

○利用者にとっての利便性の向
上
○システム保守費用の削減

申請方法等を統一するこ
と等により、得ようとする
効果は得られると判断

推論 【必要性】
「ＩＴ政策パッ

ケ ー ジ － 2005 」
（平成17年２月24
日ＩＴ戦略本部決
定）

－ －

　国民各層への金融知識の普
及・情報の提供のより一層の充
実を図る。

　少額短期保険募集人登録等
の管理業務をシステム化する
ことにより、もって登録申請
者の利便性の向上を図るとと
もに、登録等管理業務を行う
財務局職員の業務効率化を図
り、また、少額短期保険募集
人のデータベース化により、
募集人情報の検索が可能な環
境を整備する。

　利用者にとって便利で使いや
すいシステムとするため、各府
省の電子申請システムをできる
限り統合し、申請方法等を統一
する。



効果の達成見込みの根拠 分類

効果の把握
の方法

整理
番号

政策
（名称、目的等）

検証を
行う時期

手段 得ようとする効果
有効性 必要性及び効率性

に関する特記事項

6

バーゼルⅡの国内実施に伴う承認審査
に対応したシステムの整備

現在開発中である、基礎的
内部格付手法の承認審査に必
要なシステムにつき、更に高
度なリスク管理手法の適切性
の検証を行うために、その機
能強化を図る。

【平成18年度概算要求額】
　146,268千円

○バーゼルⅡの実施による金融
機関のリスク管理の高度化を通
じ、不良債権問題の再発防止
等、将来にわたる金融システム
の安定化
○監督当局として、監督手法の
更なる向上

本システムの機能強化に
より、先進的手法の採用を
希望する金融機関のリスク
管理の状況の検証が開始で
きることから、これらの金
融機関の保有するリスクに
ついての的確な把握・分析
等の効果が発現することが
見込まれる。

推論 － － －

7

オフサイト・モニタリングに係るコン
ピュータ・システムの機能強化

オフサイト・モニタリング
に係るコンピュータ・システ
ムの一層の機能強化
・保険会社の取扱いを可能と
する機能追加
・預金取扱金融機関に係る徴
求項目の追加・変更などの機
能変更

【平成18年度概算要求額】
　270,671千円

○より的確なオフサイト・モニ
タリングの実施
○金融機関の利便性や情報管理
面の安全性の向上

○保険会社について、シス
テムの再構築を行うことに
より、預金取扱金融機関と
同様の以下の効果が見込ま
れる。
・財務事務所において中
小・地域金融機関への深度
あるモニタリングをよりタ
イムリーに実施
○オンライン報告により、
即時でのデータの形式的な
エラーチェックも可能とな
るなど、監督部局及び金融
機関において事務の効率化
や利便性の向上が図られる
うえ、情報管理面において
も安全性が高まる。

推論
比較

【効率性】
再構築したシス

テムに保険会社の
取扱いを可能とす
ることによるシス
テム統合効果とし
て、年間２千万円
程度のシステム運
用経費の削減が見
込まれる。

－ －

（注）金融庁から送付された「平成17年度事業評価書（平成18年度概算要求に係る新規・拡充事業）」に基づき当省が作成した。

　金融機関の高度化したリス
ク管理手法の適切性について
検証を行うためには、シミュ
レーションや統計解析等を行
うことが不可欠であり、情報
管理等のセキュリティーを維
持しながら、これらの業務を
適切に遂行するためには、
バーゼルⅡの承認審査に対応
したシステム整備を図ってい
く。

○金融を巡る環境の変化に適
時に対応する監督体制を構築
し、金融機関に対して定期
的・継続的に経営に関する報
告を求める等により、金融機
関の業務の状況を常に詳細に
把握する。
○金融機関から徴求した各種
の情報の蓄積及び分析を迅速
かつ効率的に行い、経営の健
全性の確保等に向けた金融機
関の自主的な取組みを早期に
促す。
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